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 第８章 具体的施策 
 

 

                    
 
高齢期になっても、住み慣れた地域で生活を続けたいと、多くの人々は望んでい

ます。 
すべての高齢者が、介護が必要になっても、できる限り住み慣れた環境の中でそ

れまでと変わらない生活を続けることができるよう、専門機関等が連携する地域ネ

ットワークの形成を行うとともに、地域住民等による見守りの体制づくりに努めま

す。 
 
（１）在宅医療・介護連携の推進 

 

高齢者が疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を

続けられるように、医療、介護関係者による円滑な連携の促進、在宅医療に関わる

人材を育成するための研修をはじめとした取組みを推進します。 
重点的な課題と取組みは、Ｐ65 「１ 在宅医療・介護連携の推進」参照 

 
ア 在宅医療提供体制の構築 
保健、医療、介護、福祉の関係者の円滑な連携のもと、在宅医療と介護に関す

る情報が共有できるよう努めるとともに、医療、介護等の従事者を対象とした多

職種研修に取り組みます。また、患者急変時における受入体制の確保等ニーズに

見合った在宅医療・介護サービスが 24時間 365日適切に提供される医療提供体

制の構築をめざします。また、在宅医療に関する市民への普及啓発のための取組

みを推進します。 

 

○ 地域の医療・介護サービス資源の把握 

 地域の医療機関、介護事業者の住所、機能等を調査し、マップ又はリストを作成し、

医療・介護関係者間で共有するとともに、市民に周知します。 

１ 地域包括ケアの推進 
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○ 在宅医療・介護連携の課題抽出と対応の協議 

 地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状と課

題の抽出、解決策等の協議を行い、医療・介護関係者間で共有します。 

○ 在宅医療・介護関係者の研修 

 地域の医療・介護関係者に対して在宅医療及び介護等に関する研修を行います。また、

地域の医療・介護関係者が、多職種連携の実際等についてグループワーク等の研修を行

います。 

○ 地域住民への普及啓発 

 在宅医療・介護サービスに関する講演会の開催、パンフレットの作成・配布等によっ

て、地域住民の在宅医療・介護連携の理解の促進を図ります。 

○ 24時間365日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築 

 在宅医療・介護サービスが一体的に提供されるよう、利用者等の急変時等の連絡体制

も含めて、地域の医療・介護関係者の協力を得て体制の整備について検討を行います。 

 

 

イ 在宅医療と介護との連携強化  

在宅医療と介護との連携強化のため、コーディネート機能の構築をめざします。

また、多職種間における在宅医療・介護サービスに関する情報共有や地域におけ

る連携を図るための基盤整備を行います。 

 

○ 在宅医療・介護連携支援に関する相談の受付 

 地域の医療・介護関係者等に対して、在宅医療・介護サービスに関する事項の相談の

受付や必要に応じて、退院の際の地域の医療・介護関係者の連携の調整等を行うコーデ

ィネート機能の構築をめざします。 

○ 在宅医療・介護サービス等の情報の共有支援 

 地域の多職種間等における情報共有や連携を図るため、地域連携パスの作成、地域の

在宅医療・介護関係者の連絡様式の統一等を行います。 

 

 



「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）」 （平成26年12月会議資料） 

具体的施策 ／１ 地域包括ケアの推進 

115 

(２) 地域包括支援センターの運営の充実 

 

高齢者の地域包括ケア推進の中核的役割を担う地域包括支援センターの運営の

充実に向けた取組みを進めます。また、新たに包括的支援事業に位置付けられる事

業との連携を図るため、地域包括支援センターの機能強化に取り組みます。 
重点的な課題と取組みは、Ｐ67 「１ 地域包括支援センターの運営の充実」参照 

 
ア 高齢者の総合相談支援 
○ 地域包括支援センター     

○ 総合相談窓口（ブランチ）   

 地域包括支援センターでは、高齢者の個々の状態に応じた介護予防マネジメントに基

づく効果的な介護予防サービスを提供することとあわせて、地域で安心して暮らせるよ

う総合相談支援・権利擁護業務、地域の多職種協働・多職種連携による包括的、継続的

ケアマネジメントの後方支援や地域住民・専門機関等の地域ネットワークの形成を行い

ます。大阪市では概ね中学校区ごとに地域包括支援センターまたは総合相談窓口（ブラ

ンチ）を設置しており、地域包括支援センターと総合相談窓口（ブランチ）は連携して

総合相談支援・権利擁護業務を行います。 

《 実 績 》 

○ 地域包括支援センター 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

設置数  ５４か所 ６５か所 ６６か所 

延べ相談件数  延１７７,６３５件 延２３２,３５３件 延２６２,５８７件 
 

○ 総合相談窓口（ブランチ） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

設置数  ８０か所 ６９か所 ６８か所 

延べ相談件数  延２１，７０４件 延１８，４９５件 延４２，６９８件 
 

 
イ 地域包括支援センターの機能の強化 
○ 地域包括支援センター職員等研修事業 

 平成 24年度から大阪市独自研修として、初任者・中堅者・管理者を対象とした階層

別研修を取り入れ、各階層に求める役割と専門的知識が明確になることをめざした効果

的な研修を実施します。また、研修後に満足度と希望する研修内容のアンケートを実施

し、今後の研修に反映していくよう努めます。 
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《 実 績 》 

○ 地域包括支援センター職員等研修実施状況 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

包括新任者研修  ― ４回 ２回 

包括職員研修  ― ３回 ２回 

包括管理者研修  ― ３回 ２回 

包括・ブランチ全体研修  ７回 ４回 ６回 
 

 

ウ 地域ケア会議の推進 
○ 地域ケア会議 

 個別ケース検討のための地域ケア会議とケース検討から見えてきた課題のまとめの

ための地域ケア会議を実施します。 

見えてきた課題については、地域包括支援センターから運営協議会に報告することを

委託方針とし、地域ネットワークの構築を推進するとともに、課題を取りまとめること

で地域の課題把握を行い、区で取り組む課題なのか、市で取り組む課題なのかを明らか

にしてきます。 

《 実 績 》 

○ 地域ケア会議 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

開催回数  １，３４５回 １，５５８回 １，５７４回 
 

 
 
(３) 地域における見守り施策の推進 

 

支援や見守り等が必要なひとり暮らし高齢者等を地域全体で支えるため、地域に

よる住民相互の見守りネットワーク等の充実に向けた取組みを推進します。 
重点的な課題と取組みは、Ｐ69 「地域における見守り施策の推進」参照 

 
ア 区における地域支援システムの充実 
平成24年（2012）年12月に策定した「大阪市地域福祉推進指針」により、高齢者

をはじめとした全ての住民が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、ニーズの

発見から社会資源の提供、開発にいたるまでの、区や地域の実情に応じた区独自の

システムの再構築が進められています。 

また、各区においては、広く地域の声を聞いて、地域福祉アクションプランの見
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直しや地域福祉ビジョン等の策定を行い、地域レベルでの地域ネットワーク委員会

や地域（地区・校下）社会福祉協議会などの幅広い団体の連合組織である地域活動

協議会等による、発見・見守り・支え合いの取組みを一層推進するとともに、区に

よっては、区の実情に応じた取組みとして、福祉施策パイロット事業による住民相

互の見守りの取組みが進められています。  

今後も、区や地域の実情に応じた見守りネットワーク等区独自の地域支援システ

ムの充実を推進します。 

 
 
イ 孤立死防止のための施策の推進 
○ ライフライン事業者等との連携 

 ライフライン事業者等の協力事業者が健診や配達等の日常業務の中で戸別訪問した

際、孤立死につながるような異変を察知した場合等に、区役所等に定めた窓口へ連絡し

てもらうことにより、孤立死を未然に防止することを目的に協定を締結しています。 

今後も、地域における企業等との連携を進め、見守りの網の目を細かくしていきます。 
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２ 認知症施策と権利擁護施策 

 

今後も認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症の方への支援に重点的

に取り組み、認知症の方が尊厳を保ちながら穏やかな生活を送ることができ、家族

も安心して生活を営むことができるよう施策の充実を図ります。 
また、認知症高齢者をはじめとしたすべての高齢者が、地域で自分らしく安心し

て暮らしていくために、高齢者の心身に深い傷を負わせる重大な権利侵害である高

齢者虐待の防止に取り組むとともに、あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事

業）をはじめとした高齢者の生活に関わる権利擁護の取組みを推進します。 

 
 
(１) 認知症の方への支援 

 

重点的な課題と取組みは、Ｐ75 「認知症の方への支援」 参照 

 

ア 適切なサービスとコーディネートの仕組みづくり 

認知症の方の生活機能障がいの進行にあわせて、地域においてどのような医

療・介護サービス等を受ければよいのか、地域の実情に応じて、標準的なケアの

提供内容等をわかりやすく示す「認知症ケアパス」の作成と普及を推進すること

により、適切なサービスとそのサービスにつなげる仕組みづくりをめざします。 
 
イ 早期診断・早期対応の仕組みづくり 

認知症高齢者の早期発見・早期対応を図るため、かかりつけ医、認知症サポー

ト医、認知症疾患医療センター等の医療機関相互のネットワーク整備に努めると

ともに、認知症初期集中支援チームを設置し、医療や介護保険サービス等に結び

ついていない認知症の方への初期支援を包括的・集中的に行います。 
 
○ 認知症初期集中支援推進事業 

 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で

暮らし続けられるために、認知症の方やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支

援チーム」を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築します。 



「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）」 （平成26年12月会議資料） 

具体的施策 ／２ 認知症施策と権利擁護施策 

119 

○ かかりつけ医認知症対応力向上研修事業 

 かかりつけ医に、適切な認知症診断の知識・技術などの習得に資する研修を実施す

ることにより、認知症サポート医との連携の下、地域包括支援センターなどの関係機

関と連携を図るなど、医療と介護の一体的な支援体制の構築をめざします。 

○ 認知症サポート医養成研修 

 認知症の方の診療に習熟し、かかりつけ医等への助言その他の支援を行い、専門医

療機関や地域包括支援センター等との連携の推進役となる認知症サポート医を養成す

ることにより、各地域において、認知症の発症初期から状況に応じて、医療と介護が

一体となった認知症の方への支援体制の構築を図ります。 

○ 認知症サポート医フォローアップ事業 

 認知症サポート医などの連携強化を図るとともに、認知症サポート医のフォローア

ップ研修等を実施し、認知症の方への支援体制の充実・強化を図ります。 

○ 認知症地域医療支援研修事業 

 市内の基本保健医療圏（４圏域）ごとに、過去にかかりつけ医認知症対応力向上研

修等を受講したかかりつけ医等を対象に、認知症の早期段階でのケアマネジャーや地

域包括支援センターとの連携、介護サービスに関する知識、権利擁護制度など、地域

の認知症介護サービス諸機関との連携の強化につながる内容の研修を実施します。 

○ 認知症疾患医療センター運営事業 

 保健医療・介護関係機関等と連携を図りながら、認知症疾患に関する鑑別診断、周

辺症状・身体合併症への対応、専門医療相談等を実施するとともに、保健医療・介護

関係者への研修等を行います。 

大阪市では、３ヶ所の医療機関を認知症疾患医療センターとして指定しています。 

所在地 吹田市古江台6－2－1（大阪市立弘済院付属病院） 

     阿倍野区旭町1－5－7（大阪市立大学医学部付属病院） 

     大正区三軒家西1－18－7（ほくとクリニック病院） 

○ 弘済院附属病院「もの忘れ外来」  
 （※ Ｐ125 参照） 

○ 精神保健福祉相談(医師による) 

 （※ Ｐ122 参照） 
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《 実 績 》 

○ かかりつけ医認知症対応力向上研修事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

修了者数  ９７人 １４９人 １０１人 
 

○ 認知症サポート医養成研修 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

修了者数  １３人 ７人 ５人 
 

○ 認知症サポート医フォローアップ事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

研修受講者数  ７２人 ８４人 ６７人 
 

○ 認知症地域医療支援研修事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

研修受講者数  ― ― ２０６人 
 

○ 認知症疾患医療センター運営事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

箇所数  ３か所 ３か所 ３か所 
 

 

ウ 地域で支える医療・介護サービスの仕組みづくり 

認知症の方を地域で支えるため、かかりつけ医と地域包括支援センターの連携

を中心とした保健、医療、介護、福祉の関係機関が連携する支援体制の構築に努

めます。 

また、認知症高齢者及びその家族等の相談対応を地域包括支援センター等にお

いて行うとともに、どの窓口においても必要な情報を取得し、サービスの選択が

可能となるよう、関係機関相互の情報の共有化や、各機関における情報発信の強

化に努めます。 
 
○ 認知症等高齢者支援地域連携事業 

 認知症にかかる地域医療体制構築の中核的な役割を担う認知症サポート医と日頃

から受診する診療所等の主治医（かかりつけ医）と地域包括支援センターを核として、

各区における認知症高齢者支援ネットワークを活用し「認知症等高齢者支援ワーキン

グ（研究会）」を実施するとともに、地域毎の課題に対応した啓発事業を行います。 

《 実 績 》 

○ 認知症高齢者支援地域連携事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

実施区数  ― ２４区 ２４区 
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エ 地域で支える日常生活・家族支援の強化 

認知症の方は環境の変化に弱いという特性があるため、住み慣れた地域のよい

環境で安心して暮らし続けられることができるよう認知症に関する正しい知識

の普及に努めるとともに、地域での見守り、相談支援体制の構築を図ります。ま

た、地域における認知症の方とその家族を支援するため、医療機関や介護サービ

ス事業者など関係機関の連携を強化し、支援体制の推進に努めます。 

 

○ 高齢者相談支援サポート事業 

 ① 相談支援業務 

地域包括支援センター等に対して、認知症をはじめ複合的な課題を抱える対応の難

しい個別具体事例への支援方法について、専門的かつ総合的な助言・指導を行います。 

② 認知症サポーター等養成業務 

認知症を正しく理解してもらい、認知症の方や家族を温かく見守る応援者である認

知症サポーターを養成し、認知症になっても安心して暮らせるまちをめざします。ま

た、認知症サポーターの講師役となるキャラバン・メイトを養成します。 

○ 認知症対策連携強化事業 

 地域包括支援センターなどの高齢者福祉拠点と認知症疾患医療センターの連携を

緊密にするため、認知症連携担当者（認知症地域支援推進員）及び嘱託医を配置し、

保健・医療と介護・福祉の連携体制を強化し、認知症の医療と介護の切れ目のない提

供等を行い、認知症の方への総合的・継続的支援体制の推進に努めます。 

○ 認知症高齢者見守りネットワーク事業 

 徘徊をきっかけとして、行方不明の状態におかれている高齢者や、警察等に保護さ

れても身元が判明しない高齢者が増えていることが問題となっていることから、地域

で認知症の方とその家族を支えるため、行政、専門職、企業、地域住民等の協力を得

て早期に発見する見守りネットワーク体制の構築をめざします。 

○ 認知症カフェ運営支援事業 

 認知症の家族会等をはじめ地域において認知症の方への支援や認知症に対する自

主的な啓発活動を行っている団体の活動とともに、認知症の方と家族、地域住民、専

門職等の誰もが参加できる「集う場」（認知症カフェ等）の広報啓発の協力及び講師、

専門職等の派遣等を通じて運営を支援することにより、認知症に対する知識や理解を

深める取組みを推進します。 
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○ 徘徊認知症高齢者位置情報探索事業 

 徘徊を伴う認知症高齢者を介護する家族等に対して、認知症高齢者の位置情報探索

機器を提供することにより介護する家族等の負担を軽減します。 

○ 精神保健福祉相談（医師による） 

 精神科医師による精神保健福祉相談（こころの健康相談から、診療を受けるにあた

っての相談、老人性精神疾患など、保健・医療・福祉の広範にわたる相談）を行うと

ともに、必要により家庭訪問を行います。 

○ コミュニティソーシャルワーカー(ＣＳＷ)による相談支援   

 地域や関係機関と連携しながら、認知症高齢者をはじめ全ての高齢者が安心して暮

らせるよう、社会福祉等に関する専門職による相談支援や継続的な見守り支援を行い

ます。 

○ 要援護高齢者緊急一時保護事業  
 養護者の虐待により生命または身体に重大な危険が生じており緊急に分離が必要な

高齢者や、警察等に保護された身元不明の徘徊認知症高齢者を特別養護老人ホーム等

で一時的に保護し、要援護高齢者の身体面の安全と精神的安定を確保します。 

○ 認知症対応型通所介護 
○ 介護予防認知症対応型通所介護 
○ 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 
○ 介護予防認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 
 （※ Ｐ148 参照） 

○ 老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置 
 親族等からの高齢者虐待を受け、高齢者虐待から保護される必要があると認められ

る場合又は認知症などにより意思能力が乏しく、かつ、家族など本人を代理する人が

いないような場合等のやむを得ない事由により、介護保険サービスを利用することが

著しく困難な高齢者に対し、その事由が解消し、介護保険法に基づくサービスが受け

られるようになるまでの間、必要に応じて老人福祉法に基づき行政権限による措置を

実施します。 

○ 家族介護等支援事業  

 （※ Ｐ158 参照） 



「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）」 （平成26年12月会議資料） 

具体的施策 ／２ 認知症施策と権利擁護施策 

123 

《 実 績 》 

○ 高齢者相談支援サポート事業（認知症サポーター等養成業務） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

キャラバン・メイト 養成数 ２３４人 ２２０人 ２２３人 

認知症サポーター 養成数 １０，９５８人 １４，００４人 １５，６９３人 
(サポーター養成数 年度末累計) ６３，５０１人 ７７，５０５人 ９３，１９８人 

 

○ 認知症対策連携強化事業 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

認知症地域支援推進員 ３人 ３人 ３人 
 

○ 徘徊認知症高齢者位置情報探索事業 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

利用状況 延べ１００人 延べ１２７人 延べ１４０人 
 

○ 精神保健福祉相談（医師による） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

相談件数人員  延１９６人 延２０８人 延１７６人 

うち認知症関係  延９８人 延９２人 延７９人 

相談件数のうち、65歳以上を計上 

○ コミュニティソーシャルワーカー(ＣＳＷ)による相談支援  
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

地域生活支援事業 

（認知症にかかる支援件数） 
延１０，３７７件 延２，８３６件 －件 

 

○ 要援護高齢者緊急一時保護事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

養護者による虐待  ６８件 ６８件 ６６件 

徘徊認知症高齢者  １４件 １２件 １２件 

 
○ 老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

  ６６人 ６８人 ８０人 
 

 

オ 若年性認知症施策の強化 

若年性認知症への理解を深めるため、普及・啓発に努めるとともに、若年性認

知症の特性やケアに関する知識、技術の習得を図るための研修を実施するなど、

医療・介護従事者等に対し対応力の向上を図ります。 

さらに、若年性認知症の方の状態に応じた適切な支援が受けられるよう情報を

集約し、相談窓口の明確化や就労等を含めた相談支援体制の充実を図ります。 

 
カ 医療・介護サービスを担う人材の育成 
介護業務に従事している介護職員等に対し、認知症の方の介護に関する専門的

な研修を実施することにより、認知症介護技術の向上を図るとともに、保健、医

療、介護、福祉の多職種が協働で受講できる機会の充実に取り組みます。 
また、在宅等で生活している認知症の方が身体疾患の合併等により、手術や処
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置等で入院が必要となった場合、一般病院での入院を確保することが重要である

ことから、一般病院に勤務する医師、看護師や訪問看護師等の認知症対応力向上

のため、研修機会の充実に取り組みます。 
 
○ 認知症介護実践者等養成研修 
 認知症の方に対応する施設などの職員の介護技術や資質の向上を図るため、認知症

の方の介護に関する実践的研修を実施します。 

○ 一般病院勤務の医療従事者に対する認知症対応力向上研修 

 一般病院に勤務する医師、看護師等の医療従事者に対し、認知症の方や家族を支え

るために必要な基本知識や、医療と介護の連携の重要性、認知症ケアの原則等の知識

について修得するための認知症対応力向上研修を実施します。 

《 実 績 》 

○ 認知症介護実践者等養成研修 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

認知症介護実践研修    

実践リーダー研修修了者数 ２９人 ２８人 ３１人 

実践者研修修了者数 ３６９人 ３７９人 ３８５人 

地域密着型サービス認知症介護研修    

認知症対応型サービス事業開設者研

修修了者数 

２６人 ２１人 １５人 

認知症対応型サービス事業者管理者

研修修了者数 

１３６人 １１９人 １２８人 

小規模多機能型サービス等計画作成

担当者研修修了者数 

５９人 ５５人 ７７人 

認知症介護指導者養成研修修了者数 ３人 ３人 ３人 

フォローアップ研修修了者数 ３人 ２人 １人 
 

 

キ 弘済院における専門的医療・介護の提供 
弘済院では、認知症の専門医療機能と専門介護機能の緊密な連携のもと、前頭側

頭型認知症等の困難症例への対応を行うとともに、大阪市が指定する認知症疾患医

療センターとして、早期診断・治療等、認知症専門医療及び合併症医療の提供を行

います。さらに、大阪市立大学医学部等との連携により、学術的な研究に取り組む

とともに、特別養護老人ホームとともに新しい認知症介護モデルの構築にも努めて

いきます。さらには、相談機能の強化を図りつつ、各区の認知症等高齢者支援ネッ

トワークなどと連携して地域のかかりつけ医からの紹介患者などを積極的に受け

入れ、認知症の早期発見、早期治療に寄与するとともに、利用者の在宅生活移行の

ため、家庭、地域への復帰を促進していきます。 
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○ 弘済院附属病院「もの忘れ外来」  
 大阪市が指定する認知症疾患医療センターとして、認知症の専門外来である「もの

忘れ外来」を設置し専門診療にあたり、認知症の鑑別診断を行い、地域の医療機関や

介護福祉施設等と連携して治療を行います。また、非薬物治療としてのグループ回想

法などを実践するとともに、合併症を有する症例については、他の診療科との連携の

もとで治療を行います。 

○ 弘済院における公開講座の開催等  
 認知症の専門医療機能及び専門介護機能を一体的に運営している弘済院では、市立

大学医学部との連携を行いながら、高齢者医療に関する市民公開講座やセミナーを開

催するなど、認知症に関する種々の情報発信を行います。 

○ 研究・研修・情報発信 
 公立大学法人大阪市立大学医学部等と連携して認知症の原因究明や診断治療法の確

立、介護方法の確立に向けた学術的な研究に取り組むとともに、新薬の効果分析や安

全性の検証など新薬の治験等の臨床研究にも取り組みます。 

医学・看護・福祉系教育機関などの実習生、臨床研修医や看護実習生等の積極的な

受け入れや、研修及び講習の実施に努め、人材育成に取り組みます。 

《 実 績 》 

○ 弘済院附属病院「もの忘れ外来」 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

初診患者数  ６４９人 ６８２人 ６８５人 
 

○ 弘済院における公開講座の開催等 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

公開講座 開催回数 ４回 ４回 ３回 

 参加者数 ３３４人 ３０５人 ２４７人 

ジョイントセミ�ナー 参加者数 １５０人 ３１１人 １７０人 

 ○ 研修・研究・情報発信 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

認知症関係研修講師派遣（派遣回数） ３７回 ４８回 ４０回 

認知症関係講演等（講演回数） ６回 ５回 ４回 
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(２) 権利擁護施策の推進 

 
重点的な課題と取組みは、Ｐ82 「権利擁護施策の推進」 参照 

 
ア 高齢者虐待の防止・早期発見 

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、

高齢者虐待防止について広く市民啓発に努めるとともに、地域の多様な関係者や機

関等によるネットワークを構築し、連携して高齢者虐待の防止とその早期対応等を

進めます。また、高齢者虐待防止の大きな要素となる家族の介護負担の軽減となる

取組みを行います。 
 
○ 高齢者虐待に関する相談・支援   
 養護者による高齢者虐待については、区保健福祉センターと地域包括支援センターを

相談・通報窓口として、適切な対応を図り、状況に応じて区保健福祉センターで必要な

福祉措置などを行います。また、養介護施設従事等による高齢者虐待については、福祉

局において大阪府や区保健福祉センター、地域包括支援センターの協力を得ながら、対

応を行います。 

○ 高齢者虐待防止連絡会議   
 市及び各区において関係機関、関係団体が参画する「高齢者虐待防止連絡会議」を開

催し、情報の共有化や関係機関相互の連携の強化を図ります。 

○ 高齢者虐待に伴う緊急一時保護   
 養護者の虐待により生命または身体に重大な危険が生じており、緊急に分離が必要な

高齢者を、特別養護老人ホーム等で一時的に保護し、高齢者の身体面の安全と精神的な

安定を確保します。 

《 実 績 》 
○ 高齢者虐待に関する相談・支援 
(養護者によるもの) 

  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

相談・通報対応件数 ７２０件 ７５２件 １，０３８件 

うち虐待と判断した件数 ４３０件 ４３１件 ４８５件 

 

(養介護施設従事者等によるもの) 

  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

相談・通報対応件数 ３３件 ４５件 ６１件 

うち虐待と判断した件数 ６件 ２件 １０件 
 



「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）」 （平成26年12月会議資料） 

具体的施策 ／２ 認知症施策と権利擁護施策 

127 

○ 高齢者虐待防止連絡会議 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

開催回数 大阪市 ２回 １回 ２回 

 区 ４２回 ３５回 ３０回 
 

○ 高齢者虐待に伴う緊急一時保護 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

件数 ６８件 ６８件 ６６件 
 

 
 
イ 判断能力が不十分な人への権利擁護・生活支援  
認知症高齢者を始めとした判断能力が不十分な高齢者等に対する「あんしんさぽ

ーと事業」（日常生活自立支援事業）や、成年後見制度を円滑に実施するための取

組みを行います。 
 
○ あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業） 
 認知症などにより判断能力が不十分な高齢者等に対して、福祉サービスの利用援助や

金銭管理・財産保管サービスなどを行います。 

○ 成年後見制度にかかる市長審判請求   
  身寄りがないなど親族等による申立てができない高齢者等のために、市長が家庭裁

判所に対して後見等開始のための審判請求を行います。また、後見等報酬の費用負担

が困難な方に対して助成を行います。 

○ 成年後見支援センター  
 関係機関との連携により、成年後見制度の利用支援や広報・啓発に努めるとともに、

市民後見人の養成及び活動支援を行います。 

○ 権利擁護相談  
 権利擁護に関わる機関・団体等との連携を行うとともに、地域の相談機関に対して専

門職による後方支援を行います。 

《 実 績 》 
○ あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

相談件数  １５９，８９６件 １８０，４３６件 １６９，４７１件 

年度末利用件数  ２，２５４件 ２，５５４件 ２，７９４件 

  うち高齢者  １，４２３件 １，６１３件 １，７７２件 
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○ 成年後見制度にかかる市長審判請求 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

市長申立件数 ２２６件 ２５４件 ２８２件 

うち高齢者 １８８件 ２０６件 ２３２件 

後見等報酬助成件数 ４６件 ６７件 ７７件 

うち高齢者 ３１件 ５５件 ６３件 
 

○ 成年後見支援センター 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

相談件数 １，９１４件 １，２０５件 １，２８６件 

市民後見人バンク登録者 １６７人 １９４人 ２０６人 

市民後見人受任件数 ６０件 ７２件 ９４件 
 

○ 権利擁護相談 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

専門相談件数  ４３１件 ２１６件 １６１件 
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３ 介護予防・健康づくり、生きがいづくり 

 

高齢期をすこやかに過ごすためには、高齢者ができる限り健康を保持し、介護が

必要となる状態とならないよう生活習慣病対策と介護予防を総合的に推進してい

く取組みが重要であり、「活動的な85歳」をめざした介護予防・健康づくりを推進

していきます。 
また、高齢者が、年齢にとらわれることなく自由に主体的に活動し、自立した生

活を送ることができるよう、社会参加を通した生きがいづくりを促進するため、身

近な場所における高齢者自らが活動できる場の提供や、地域活動がしやすい機会の

提供（きっかけづくり）など、健康と生きがいという高齢者のニーズに対応した自

主的な活動を支援します。 
 

 

(１) 介護予防・健康づくり 

 
重点的な課題と取組みは、Ｐ87 「介護予防・健康づくり」 参照 

 

介護予防の充実 

 
介護予防事業は、新しい総合事業への移行により、これまでの一次予防、二次予

防の取組みを区別せずに地域の実情に応じた効果的・効率的な取組みとして推進す

る必要があります。このため、平成 29年４月までの間に、新しい介護予防事業の

構築に向けた検討を進めます。 

新しい介護予防事業に移行するまでの間は、従来の要支援・要介護状態になる前

の段階からの介護予防事業、すべての高齢者を対象とした支援事業を効果的に実施

します。 

 
ア 新しい介護予防事業（一般介護予防事業）の推進 
新しい介護予防事業の推進にあたっては、高齢者を年齢や心身の状況等によって

分け隔てることなく、これまでの二次予防事業対象者も含めて、すべての高齢者を

対象とした住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者
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や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進する事業の創出に努

めます。 

また、高齢者が自らの健康状態を認識し主体的な予防活動が継続できるように、

新たな健康づくりの自主活動グループの育成を図るとともに、既存の自主活動グル

ープの活性化に向けた支援にも取り組んでいきます。 

さらに、高齢者の社会参加・地域貢献活動を支援するとともに、高齢者自身の介

護予防も図るため、社会参加活動を行った場合に換金等ができるポイント制度に取

り組みます。 

 
イ 従来の介護予防事業 
【はつらつシニア等への支援（二次予防）】 

要支援・要介護状態になるおそれの高い高齢者「はつらつシニア」に対して、生

活機能の維持・向上をめざした介護予防事業を提供します。 
 
○ 対象者把握事業   

個別通知や地域包括支援センター・区保健福祉センター・大阪市が指定する地域の医

療機関等の関係機関において、基本チェックリストを実施することにより、介護予防事

業の対象となる高齢者を把握し、より多くの人が事業に参加いただけるよう取組みを進

めます。また、地域包括支援センターや区保健福祉センターでは、その際に健康教育を

実施し、日常生活の中で健康的な生活習慣・介護予防が実践できるよう支援します。 

○ 通所型介護予防事業   

 通所による介護予防事業として、運動器の機能向上教室、介護予防教室（運動器・口

腔機能向上、栄養改善プログラム含む複合型）、閉じこもり等予防教室を実施します。 

○ 訪問型介護予防事業   

 通所が困難な方等を対象に、看護師、栄養士、歯科衛生士等により、訪問による介護

予防事業を提供します。 

《 実 績 》 

○ 対象者把握事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

把握数  １６，６５３人 ２８，８３１人 ２９，９３８人 
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○ 通所型介護予防事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

運動器の機能向上 実施区数 

対象者数 

２３区 

１，１３１人 

２３区 

１，７５０人 

２１区 

２，３３５人 

栄養改善 実施区数 

対象者数 

１区 

７人 

－ 

 

－ 

 

口腔機能向上 実施区数 

対象者数 

５区 

２９人 

－ 

 

－ 

 

閉じこもり等予防 実施区数 

対象者数 

２４区 

１，９４９人 

２４区 

２，５９５人 

２４区 

２，７６７人 

複合型 実施区数 

対象者数 

２４区 

１，３０８人 

２４区 

２，１０６人 

２４区 

２，３１０人 
 

○ 訪問型介護予防事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

 実施区数 

対象者数 

１５区 

３４人 

７区 

１６人 

７区 

２１人 
 

 

 

【すべての高齢者への支援（一次予防）】 

高齢者が、加齢による心身機能の変化に応じて自分自身の健康に関心を持ち、

日頃の生活習慣として主体的に健康づくりや生きがいづくりに取り組めるよう健

康教育や地域における自主グループ活動の支援を拡充します。 
 
○ 地域健康講座  

 区保健福祉センター保健師等が中心となり、地域に出向き、それぞれの地域特性に応

じた健康教育を実施します。 

○ 地域健康情報発信事業   

 地域特性に応じたリーフレットやポスター等の媒体を作成し、地域健康講座等で活用

するなど、健康情報を提供します。 

○ 介護予防・健康づくり推進講座   

 介護予防に関する知識や技術を身につけて、市民自らが介護予防・健康づくりを実践

するとともに、講座終了後に地域において、これらの推進役として活動できるよう支援

します。 

○ 地域組織活動への支援  

 介護予防・健康づくりに関する自主グループ等の育成・支援を行います。 
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○ 高齢者への個別支援の充実  

 要介護認定の結果「非該当」となった方や認知症となるリスクが高いと言われる外出

頻度が週 1 回未満の閉じこもりがちな方などに対し、認知症の早期発見や要介護状態

への移行をできる限り予防するための訪問等を行います。 

《 実 績 》 

○ 地域健康講座 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

参加者数 延４６，８７７人 延４４，８１７人 延４１，９９７人 
 

○ 地域健康情報発信事業 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

リーフレット 作成部数 ３８，１３０部 ３５，１００部 ２８，４５０部 

ポスター   作成部数 ０部 １０部 ０部 
 

○ 介護予防・健康づくり推進講座 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

参加者数 延３，５１１人 延３，６０６人 延３，９３２人 
 

○ 地域組織活動への支援 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

支援・協力等回数 １，４９８回 １，２３４回 １，２５９回 

地域活動参加者 延６，５３４人 延６，６１１人 延６，９５６人 
 

○ 高齢者への個別支援の充実 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

訪問等人数 － ２，８７０人 １，９７２人 
 

 

 

 

健康づくり    

 

市民が生涯を通じた健康づくりと健康寿命を延ばしていくため、健康づくりの普

及啓発等とともに、特定健康診査等の実施や健康に関する正しい知識の普及啓発の

取組みを進め、きめ細かな生活習慣病予防対策の充実を図ります。 
さらに、近年高齢者のうつ病を含むうつ病患者が増加していることから、疾病に

関する正しい知識を普及するとともに、早期発見・早期治療を推進します。また、

団塊の世代に自殺者が多く、自殺はうつ病等の精神疾患との関連性が深いと考えら

れていますが、その背景には経済問題その他多くの要因があることから、総合的な

自殺防止対策に取り組みます。 
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○ 健康づくり普及啓発  

 市民の生涯を通じた健康づくりを推進するため、毎年 10月を市民健康月間とし各区

において地域の特性を生かした「健康展・健康まつり等」を開催し、健康づくりの３要

素である栄養・運動・休養のバランスのとれた健康的な生活習慣の普及啓発を行います。 

○ すこやかパートナー制度   

 平成 20年度に「すこやかパートナー制度」を創設し、「すこやか大阪 21」の趣旨に

賛同する団体等に「すこやかパートナー」として登録をいただき、大阪市と団体、企業

等が協力して社会全体で市民の健康づくりを応援しています。 

○ 食生活指導   

 生活習慣病予防の観点から、高齢者等、ライフステージに応じた「食生活指導」を実

施します。 

○ すこやか手帳（健康手帳）  

 生活習慣病の予防や日常の健康管理に役立ててもらうため、医療の記録、健康診査

の記録、その他健康の保持のために必要な事項を記載するすこやか手帳（健康手帳）

を交付します。 

○ 健康教育   

 生活習慣病予防や健康に関する正しい知識を多くの市民が身につけ、健康意識を高

めてもらうため、医師や保健師などによる講話や健康運動指導士による運動指導など

を行う「地域健康講座」など健康教育を実施しています。こうした集団的な健康教育

に加えて、骨粗しょう症を早期発見するための「骨量検査」を実施します。 

○ 健康相談   

 心身の健康に関する様々な悩みや不安等に個別の相談に応じて必要な助言や指導を

行う「健康相談」を区保健福祉センターなどで行い、若年期から、壮年期、高齢期を

通じた健康づくりの推進に努めます。 

○ 健康診査  

 生活習慣病の疑い又は危険因子のある人を早期発見し、治療に繋げるとともに、健

康管理に関する正しい知識の普及を行うため、「特定健康診査」「大阪市健康診査」や

胃がん・大腸がん・肺がん・子宮頸がん・乳がんの「各がん検診」、「歯周疾患検診」

などの健康診査事業を実施します。 
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○ 訪問指導   

 療養上の保健指導が必要であると認められる壮年期の人や、健康に不安のある高齢

者及び介護家族等に対して、保健師などが各家庭を訪問し、個々人の生活環境に応じ

た日常生活指導や保健・福祉サービス等の活用方法の助言指導を行う他、栄養状態や

口腔状態の改善を図る「訪問指導事業」を実施します。 

○ 感染症予防   

 結核・感染症の予防とまん延防止のため、結核定期健康診断（15歳以上の方：胸部

Ｘ線検査）、インフルエンザ予防接種（65歳以上の方等）を実施します。 

○ うつ病家族教室 

 うつ病患者を支える家族がうつ病に関する正しい知識を学び、病気を理解し、本人

への接し方を考える機会とします。また、同じ状況の家族同士が経験を分かち合うた

めに交流し、うつ病家族の自助グループの養成をめざします。 

○ 精神保健福祉相談(医師による)  
 （※ 別項 参照） 

○ ゲートキーパーの養成  

 地域や職場・学校等で自殺念慮者の自殺のサインに気づき、声を掛け、話を聴き、

相談機関や専門機関につなぐ身近な人をゲートキーパーとして養成し、自殺予防に努

めます。 

○ 自殺未遂者支援事業  
 自殺未遂者の自殺再企図率は高く、自殺のハイリスク者であることから、警察署と

連携し、自殺未遂者に対して相談を実施し、精神科医療機関等必要な専門機関につな

ぎます。 

○ 自死遺族相談  

 大切な人を自殺で亡くした自死遺族は自殺のハイリスクグループであり、自死遺族

に対し相談を実施することにより新たな自殺者を出さないための防止策とします。 
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《 実 績 》 

○ 健康づくり普及啓発 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

各区健康展(参加者数) １６，９２５人 １５，６７０人 － 

大阪ﾍﾙｽｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ（参加人数） 

街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施（啓発ﾋﾞﾗ配布者数） 

５，５００人 

２４，１５８人 

５，５２

９人 

２１，５

１２人 

－ 

 

○ すこやかパートナー制度 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

登録団体数  １４８団体 １８３団体 １９０団体 
 

○ 食生活指導 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

個別（参加人数）  ３１，７０４人 ２７，６０４人 ２９，３３９人 

集団（参加人数）  １４７，５５７人 １４０，０７３人 １３４，３５２人 
 

○ すこやか手帳（健康手帳） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

交付数  ２２，４２３冊 ３２，７６６冊 ６，７２５冊 
 

○ 健康教育 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

開催回数  ４，０９９回 １，９３４回 １，８５７回 

参加人数  １１２，４７７人 ６３，６８１人 ４８，２８８人 
 

○ 健康相談 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

開催回数  ９７４回 ４４７回 ３８５回 

参加人数  １１，９０９人 ６，７４３人 ６，２１０人 
 

○ 健康診査 
 平成２３年度 平成２４年度 �平成２５年度 

大阪市国民健康保

険特定健康診査(法

定報告数) 

９５，０８７人 ９３，８７１人 ９２，４７１人 

大阪市健康診査 １，２４９人 １，０５７人 ５６３人 

歯周疾患検診 ３，２９５人 ４，０４６人 ６１２人 

胃がん検診 ３３，８２１人 ３５，３６３人 ２９，０５４人 

大腸がん検診 ７０，３５３人 ７３，８３９人 ６８，３２５人 

肺がん検診 ２６，６２７人 ３１，４２４人 ３６，４４４人 

子宮頸がん検診 ７９，８１２人 ５９，２８６人 ５４，５５１人 

乳がん検診 ４３，８１０人 ３９，５１８人 ３６，７５４人 
 

○ 訪問指導 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

訪問指導 ４，８５８回 ４，４３０回 ３，８４１回 

訪問口腔衛生指導 ３７１回 ３３３回 ２７６回 

訪問栄養指導 ３３７回 ２６７回 １８９回 
 

○ 感染症予防 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

結核定期健康診断 ６，７３８人 ６，６６１人 ７，７３０人 

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種 ２８７，１５７ ２９１，１５３人 ３０１，３２３人 
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○ うつ病家族教室 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

開催回数 １９回 ２０回 ２２回 

参加者数 延１５２人 延１７４人 延１８８人 
 

○ ゲートキーパーの養成 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

研修会開催回数 ９回 １２回 １３回 

参加者数 延５２４人 延３０９人 延５４１人 
 

○ 自殺未遂者支援事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

相談者数  延２２１人 延１９０人 延３８１人 
 

○ 自死遺族相談 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

開催回数  ２８回 ４３回 ３５回 

相談者数  延３７人 延６６人 延４８人 
 

 
 
 
(２) 地域活動への参画支援と高齢者の生きがいづくり 

 
重点的な課題と取組みは、 

Ｐ92 「地域活動への参画支援と高齢者の生きがいづくり」 参照 

 
ア 生涯スポーツの振興  

高齢者が生きがいをもって健やかに高齢期を過ごすことができるよう、「大阪府スポーツ推進

計画」に基づき、生涯のあらゆるライフステージ・スタイルにおいて、さまざまな観点からス

ポーツを楽しむことができるよう事業を展開します。 

 

○ 地域スポーツセンター  
 身近に健康づくりやスポーツ、レクリエーションに取り組めるよう、区スポーツセン

ターで、子どもから高齢者までを対象とした各種スポーツ教室を開催します。 

○ 市民レクリエーションセンター  
 小学校・中学校・高等学校の体育館を主に平日の夜間に開放し、各種のスポーツ教室

を開催します。 
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○ 大阪プール  
 健康づくり、体力づくりのため、大阪プールで、水泳教室、アイススケート教室を実

施します。 

○ 中央体育館  
 手軽に自分の健康や体力について知識を深め、必要な運動方法を身につける機会とし

て、中央体育館で「健康体力セミナー」を行います。 

○ スポーツ施設の高齢者割引  
 市営屋外プール、屋内プール、トレーニング場、アイススケート場では、高齢者割引

を実施します。 

○ 大阪市スポーツボランティア  
 大阪市が関わる各種大会、スポーツイベント等へボランティアを派遣します。 

《 実 績 》 

○ 地域スポーツセンター 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

開設数 ２４施設 ２４施設 ２４施設 

実施教室 ４４４教室 ４６９教室 ４９６教室 

受講者数 延４１，４０１人 延４１，２９４人 延５２,２４２人 
 

○ 市民レクリエーションセンター 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

センター数 ３０か所 ３０か所 ３０か所 

実施教室 ２４８教室 ２３７教室 ２１６教室 

参加者数 ５，６２４人 ４，３７６人 ４，�２９０人 
 

○ 大阪プール 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

教室数 ２４教室 １９教室 ２０教室 

参加者数 延３６，００４人 延３７，８１６人 延４０，６７３ 人 
 

○ 中央体育館 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

教室数 １２教室 １８教室  １３教室 

参加者数 延８，０５９人 延５，５９８人 延６，１８５人 
 

○ スポーツ施設の高齢者割引 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

屋外プール 延５，８２２人 延６，１８５人 延６，３０２人 

屋内プール 延８８３，１５８人 延８７３，５１９人 延８９４，６７３人 

アイススケート場 延３，５４８人 延４，１２３人 延４，１０８人 

トレーニング場 延２４８，０７１人 延３５０，４３２人 延２９０，２５３人 
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○ 大阪市スポーツボランティア 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

登録者数 ３３２人 ３１０人 ２９２人 

活動者数 延１，５２７人 延１，４０９人 延１，１２５人 
 

 
イ 生涯学習・文化活動の推進  

市民主体の生涯学習の推進などを目的として策定した「生涯学習大阪計画」の内

容に基づき、高齢者が生きがいをもって健やかに高齢期を過ごすことができるよう、

高齢者に対する学習機会を拡充するとともに、情報提供や学習相談の充実を図りま

す。 

 

○ 総合生涯学習センター・市民学習センター  
 「総合生涯学習センター」は、生涯学習推進の中核施設として大阪市の各局、施設と

連携し、「市民学習センター」（阿倍野・難波）とともに、多様な学習機会の提供や学習

相談、生涯学習に関わるボランティアの研修や助言・相談など、市民の主体的な生涯学

習活動を支援します。 

○ 高齢者等読書環境整備・読書支援事業  

 図書館への来館が困難な施設入所者を対象に、高齢者福祉施設へ図書を提供し、図書

ボランティアが図書を貸し出したり､朗読や紙芝居等を行います。  

○ 市立図書館の大活字本コーナー  
 高齢者が読みやすい、大きな活字の図書を揃えた「大活字本コーナー」を図書館に設

置し、閲覧・貸出しを行います。 

○ 折り紙教室等世代間交流事業  

 図書館で、子どもを対象に折り紙教室等の催しを行い、高齢者を講師に招く等の世代

間の交流を図ります。 

○ クラフトパーク  
 陶芸をはじめ、木工、金工、染色、織物及びガラス工芸等、創作活動を通じて高齢者

にとって有意義な時間をつくるとともに、世代間の交流を図ります。 

○ 園芸講習会  

 地域の人々に積極的な緑化の普及啓発を図るため、市内各地へ講師を派遣して家庭園

芸などの講習を実施します。 
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○ 市立文化施設等敬老優待  
 高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進のため、市内に居住する 65歳以上の高齢

者を、「ツルのマークのすこやか手帳（健康手帳）」等の提示により、市立文化施設等に

無料優待します。 

○ 生涯学習ルーム事業  
 地域の人々が気軽に学べる生涯学習の場として、市内の全ての小学校の特別教室など

を活用し、各種の講習・講座の開催や、自主事業としての学習の機会を提供するととも

に、学びを通じ、地域で子どもから高齢者までを対象に交流を図ります。 

○ 「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業  
 学校・家庭・地域が一体となって人と人とのつながりによって子どもを育む教育コミ

ュニティづくりを進めます。 

○ 生涯学習インストラクターバンク事業  

 （※ Ｐ143 参照） 

《 実 績 》 

○ 総合生涯学習センター・市民学習センター 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

利用者数 （総 合）  ２３２，２４７人 ２３４，４６９人 ２３０，１４８人 

 （阿倍野）  １９３，０８５人 １８６，０３６人 １９５，４５２人 

 （難 波）  ２１３，０２１人 ２０７，０２０人 １９７，２８０人 
 

○ 高齢者等読書環境整備・読書支援事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

実施施設数  ２７施設 ２７施設 ２７施設 

貸出件数  ３０５回 ３０６回 ３０７回 

貸出冊数  ４３，１４５冊 ４１，９６１冊 ４５，６８９冊 
 

○ 市立図書館の大活字本コーナー 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

冊数（中央図書館）  ８，００２冊 ８，２８５冊 ８，２０６冊 

（地域図書館）  ３２，８４７冊 ３２，５９５冊� ３５，０７８冊 
 

○ 折り紙教室等世代間交流事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

地域図書館  ７７回 ９７回 ３９回 

参加者数  ３，１６９人 ４，５０３人 ６０１人 
 

○ クラフトパーク 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

利用者数  ５６，５５９人 ６０，０７６人 ５８，７７９人 
 

○ 園芸講習会 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

講習会開催回数  ７０８回 ７４２回 ９７０回 

受講者数  延１７，５１２人 延２１，８０４人 延１７，３６７人 
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○ 生涯学習ルーム事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

実施ルーム数  ２９７校 ２９７校 ２９７校 

受講者数  延４３６，５９２人 延４４９，５７４人 延４２７，５２７人 
 

○ 「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

実施小学校区数 ２９７小学校区 ２９７小学校区 ２９７小学校区 
 

 

ウ 生きがいづくり支援のための基盤整備  

老人福祉センター等では、多様化する高齢者のニーズへの対応を図りつつ、高齢

者の生きがいづくりや社会参加を支援し、シルバー人材センターでは就労を通じて

社会参加の促進を図っています。 
 
○ 老人福祉センター  

 地域における高齢者の生きがいづくり・社会参加促進の拠点として、地域特性や地域

住民のニーズに応じた各種相談や教養講座の実施、レクリエーション機会の提供、老人

クラブ活動への援助を行うとともに、高齢者の自主的な活動を支援する機能の充実を図

ります。 

○ 地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）  

 地域において高齢者に対する教養の向上、レクリエーションなどのための場として、

小学校区を単位に設置しており、引き続き運営への支援を行います。 

○ 老人クラブ  

  老人クラブの育成を図るため、会員の教養向上、健康増進等地域活動について助成す

るとともに、多様なニーズに応えうる老人クラブづくりへの支援を進めます。 

○ 敬老優待乗車証交付  

 70歳以上の高齢者に対して、生きがいづくりや社会参加の促進のため、負担金（毎

年 3,000 円）を納付いただき地下鉄・バスなど市営交通を 1 回乗車あたり 50 円の負担

で利用できる乗車証を交付しています。 

○ 高齢者入浴利用料割引  

 70歳以上の高齢者に対して、健康増進と孤立感の解消の一助とするため大阪市区域

内において対象事業を実施する公衆浴場で、毎月１日・15日（その日が定休日の場合

は翌日）に、入浴利用料の割引を実施します。 
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○ 大阪市シルバー人材センター  

  定年退職後などに、臨時的、短期的な仕事を希望する 60歳以上の高齢者を対象に、

就労機会の提供を行います。 

本部所在地 城東区関目３－１－14 

《 実 績 》 

○ 老人福祉センター 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

設置数  ２６か所 ２６か所 ２６か所 

利用者数 延９０５，５０２人 延８８４，３６５人 延８６２，８４１人 
 

○ 地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家） 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

設置数 ４００か所 ３８４か所 ３８３か所 
 

○ 老人クラブ 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

クラブ数 １，１５５クラブ ９９４クラブ ９４４クラブ 

会員数 ８４，６８７人 ７１，５０２人 ６７，９２８人 
 

○ 敬老優待乗車証交付 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

対象者数 ３４１，００３人 ３３７，６１７人 ３１９，０２１人 
 

○ 大阪市高齢者入浴料割引 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

利用者数 延５６０，１２５人 延３７３，８８２人 延３２９，７５０人 
 

○ 大阪市シルバー人材センター 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

会員数  １０，２６２人 １０，５２３人 １０，３７３人 

就業者数  延６８０，９８２人 延６９１，２９０人 延６９２，１０６人 
 

 
 
(３) ボランティア・ＮＰＯ等の市民活動の支援 

 

重点的な課題と取組みは、 

Ｐ96 「ボランティア・ＮＰＯ等の市民活動の支援」  参照 

 

ア ボランティアやＮＰＯ等の市民活動支援と協働  

市民や地域住民の組織、ボランティア団体、ＮＰＯなどが行う市民活動を一層推

進するための「大阪市市民活動推進条例」に基づき、情報や学習機会の提供等の支

援施策を進めます。 
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○ 大阪市ボランティア活動振興基金  
 大阪市の交付金と市民の寄付金を原資として、市内で福祉ボランティア活動を行って

いるグループなどを対象に、継続的に活動を推進するために必要な経費などに対して助

成します。 

○ 大阪市ＮＰＯ・ボランティア活動推進支援事業 

 ＮＰＯ・ボランティア活動等に関する情報提供や相談事業を行うとともに、情報発信

の支援や新たな担い手を対象とした支援事業を実施するなど、NPO・ボランティア活

動を総合的に支援します。 

○ 区ボランティア・市民活動センター／ビューロー  
 各区社会福祉協議会において、福祉ボランティアの相談、登録、需給調整、活動支援、

養成講座、交流、広報、福祉教育及びボランティアグループの紹介等を行います。 

○ 大阪ボランティア協会   
 ボランティアの育成及び指導や活動へのコーディネートを行います。 

○ ボランティア活動情報誌「ＣＯＭＶＯ（コンボ）」の配布 

 ボランティア活動に参加しやすい環境を整備し、ボランティアの裾野を広げるため、大

阪市ボランティア情報センターが毎月発行する情報誌において、市民に対するボランティ

ア活動について適切な情報や機会を提供します。 

○ 大阪市市民活動推進助成事業  
 行政だけでなく、市民、市民活動団体、企業がともに市民活動を育てていくものとし

て、区政推進基金（市民活動団体支援型）に積み立てられた市民、企業などからの寄附

金を活用し、市民活動団体が行う公益的な事業に対して助成します。 

○ 大阪市地域貢献活動マッチングシステム  

 企業やＮＰＯが取り組む社会貢献活動・地域貢献活動の促進のため、両者が持つ資源

(物品･人材･場所など)が効果的に結びつくように資源の橋渡しを行います。 

《 実 績 》 

○ 大阪市ボランティア活動振興基金 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

助成事業数  ３８８事業 ４１６事業 １０９事業 

年度末基金額  ２１億８千万

円 

２１億８千万

円 

２１億８千万

円 
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○ 大阪市ＮＰＯ・ボランティア活動推進支援事業 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

相談件数 １，５０４件 ３，２６５件 ３，１７５件 
 

○ 区ボランティア・市民活動センター／ビューロー 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

登録数 ３，４４４グループ ３，５８４グループ ３，２９２グループ 

ボランティア活動人員 延４０，０５５人 延３８，０９１人 延３５，６６１�人 
 

○ 大阪ボランティア協会 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

コーディネーター

対応相談件数 

  

１，４６２件 

 

１，４６１件 

 

１，９８０件 
 

○ ボランティア活動情報誌「ＣＯＭＶＯ（コンボ）」の配付 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

発行回数  年１２回 － － 

発行部数  各回４０，０００部 － － 
 

○ 大阪市市民活動推進助成事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

助成事業数  ７事業 ４事業 ６事業 
 

○ 大阪市地域貢献活動マッチングシステム 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

システム登録件数  １８４件 １２１件 ６９件 

マッチング件数  ５８件 １１３件 １８８件 
 

 
イ 高齢者によるボランティア活動の推進 

地域社会においては、元気な高齢者が支援を必要とする高齢者を支える活動など、

高齢者が自らの経験や能力を生かした社会貢献が期待されており、高齢者の経験と

能力を活かし、生きがいづくりにも繋げるため、地域におけるボランティア活動を

支援します。 

 

○ 生涯学習インストラクターバンク事業  

 地域における生涯学習活動の講師として高齢者をインストラクターバンクに登録し、

講師・指導者として紹介します。 

《 実 績 》 

○ 生涯学習インストラクターバンク事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

高齢者リーダー 登録者数 １０４人 １０２人 １００人 
 

 

 

 



「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）」 （平成26年12月会議資料） 
 

144 

 

４ サービスの充実・多様化  

 

すべての高齢者が、住み慣れた地域で自立した生活を可能な限り継続できるよう

にするため、介護保険給付サービスを充実するとともに、それ以外の生活支援サー

ビスの充実に努めます。 
また、今後、高齢化の進展やひとり暮らし高齢者世帯等の増加により充実が求め

られる高齢者の多様な生活支援ニーズに応えるため、介護予防・日常生活支援サー

ビス事業による多様なサービスの創出をめざします。 
これらサービスが適切に提供されるよう、介護サービスの質の向上と確保を図る

取組みを進めます。 
 

 

(１)  新しい総合事業によるサービスの多様化   

 

介護予防サービスのうち訪問介護・通所介護を市町村が取り組む地域支援事業に

移行することとなるため、多様な事業実施主体が高齢者を地域で支える仕組みづく

りを進めます。 

平成29（2017）年４月までの間に多様な主体による多様なサービスの提供が可能

となるよう検討を進め、介護予防・生活支援サービス事業の構築に取組みます。 

 
重点的な課題と取組みは、Ｐ100 「新しい総合事業によるサービスの多様化」 参照 

 

 

（２）介護給付等対象サービスの充実  

 

計画目標数値に基づき、要介護者（要支援者）に対する介護保険給付サービスを

充実させます。 

とりわけ、重度の要介護者の方や認知症の方などの増加を踏まえ、このような高

齢者の在宅生活を支えるため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や複合型サービ

ス、小規模多機能型居宅介護などの整備を進めていきます。 

また、「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」については、新しい総合事業
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の実施にあわせて、全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて、

市町村が取り組む地域支援事業へ移行し、多様な主体による多様なサービスとして

提供します。その他のサービスについては、引き続き、介護予防サービス（介護保

険給付サービス）としてサービスを提供します。 

 

ア 居宅（介護予防）サービス  

要介護（要支援）認定において、要支援または要介護と認定されて在宅の介護を

必要とする人には、訪問介護や通所介護等の居宅（介護予防）サービスを提供しま

す。 

 

○ 訪問介護（ホームヘルプサービス）  

  訪問介護員（ホームヘルパー）が自宅を訪問し、介護や家事の援助を行います。 

○ 訪問入浴介護    

  移動入浴車等で訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。 

○ 訪問看護 

  医師の指示に基づいて看護師などが自宅を訪問し、療養上のお世話、診療の補助を行

います。 

○ 訪問リハビリテーション   

  医師の指示に基づいて、理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、リハビリテーショ

ンを行います。 

○ 居宅療養管理指導   

  医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等が自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行い

ます。 

○ 通所介護（デイサービス）    

  デイサービスセンターなどで入浴や食事の提供、機能訓練等を日帰りで行います。 

○ 通所リハビリテーション（デイケア） 

  介護老人保健施設、病院等でリハビリテーションなどを日帰りで行います。 

○ 短期入所生活介護（福祉施設でのショートステイ） 

  特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴、排せつ及び食事等の介護、その他の日

常生活上の世話と機能訓練を行います。 
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○ 短期入所療養介護（医療施設でのショートステイ） 

  介護老人保健施設等に短期間入所し、看護、医学的管理下の介護と機能訓練等の必要

な医療と日常生活上の世話を行います。 

○ 特定施設入居者生活介護（有料老人ホームなどにおける介護） 
 有料老人ホーム、ケアハウス等が特定施設入居者生活介護の事業者指定を受けて、

入居者が施設で能力に応じた生活が出来るように、入浴・排せつ・食事等の介護その

他日常生活上の支援、機能訓練・療養上の世話を行います。 

○ 福祉用具の貸与   

  日常生活の自立を助けたり、介護の負担を軽くしたりするための車いすや特殊寝台等

の福祉用具を利用できるよう貸与を行います。 

○ 福祉用具購入費の支給   

 入浴やトイレのときに使う、腰掛便座や入浴補助用具等の福祉用具の購入費を支給し

ます。 

○ 住宅改修費の支給    

 介護保険制度において日常生活の自立を助けたり、介護をしやすい生活環境を整える

ための手すりの取付け、床段差の解消、滑り止め等のための床材変更、引き戸などへの

扉の取り替え及び洋式便器等への取替工事等の簡易な住宅改修について、改修費を支給

します。 

○ 居宅介護支援（介護予防支援）    

  介護(予防)サービスの内容を本人、家族等と相談して、サービスを適切に利用できる

ように居宅サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

 

《 実 績 》 
○ 訪問介護（ホームヘルプサービス） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  １９９，７４２回／週 ２２２，５８４回／週 ２４２，１７４回／週 
 

○ 介護予防訪問介護（ホームヘルプサービス） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  ２１，２２５人 ２１，８８１人 ２２，７３４人 
 

○ 訪問入浴介護 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  １，８１１回／週 １，８２２回／週 １，８００回／週 
 

○ 介護予防訪問入浴介護 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  ８回／週 ７回／週 ７回／週 
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○ 訪問看護 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  １１，１２４回／週 １６，６２６回/週 １９，２２２回／週 
 

○ 介護予防訪問看護 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  ７８５回／週 １，３６３回／週 １，７４１回／週 
 

○ 訪問リハビリテーション 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  ４，５１６回／週 ５，０３８回／週 ５，２５０回／�週 
 

○ 介護予防訪問リハビリテーション 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  ４０２回／週 ４４２回／週 ４７３回／週 
 

○ 居宅療養管理指導 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  １２，６２８人／年 １４，０９３人／年 １５，７３９人／年 
 

○ 介護予防居宅療養管理指導 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  ８６８人／年 ９２３人／年 １，０７６人／年 
 

○ 通所介護（デイサービス） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  ４３，０１２回／週 ４６，９８０回／週 ５２，１５０回／週 
 

○ 介護予防通所介護（デイサービス） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  ６，５４７人 ７，５０８人 ９，１６２人 
 

○ 通所リハビリテーション（デイケア） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  １３，９０３回／週 １４，１１８回／週 １４，５５６回／週 
 

○ 介護予防通所リハビリテーション（デイケア） 
    平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  １，２０４人 １，３０３人 １，４２８人 
 

○ 短期入所生活介護（福祉施設でのショートステイ） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  ３５，８１５日／月 ３６，３７０日／月 ３９，２７０日／月 
 

○ 介護予防短期入所生活介護（福祉施設でのショートステイ） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  １５９日／月 １９２日／月 ２０４日／月 
 

○ 短期入所療養介護（医療施設でのショートステイ） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  ５，７８３日／月 ５，９０１日／月 ８，１０２日／月 
 

○ 介護予防短期入所療養介護（医療施設でのショートステイ） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  ５７日／月 ３９日／月 ５７日／月 
 

○ 特定施設入居者生活介護（有料老人ホームなどで行われている介護） 
   平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  ２，９０２人／年 ３，２２８人／年 ３，５７６人／年 
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○ 介護予防特定施設入居者生活介護（有料老人ホームなどで行われている介護） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  ４４４人／年 ４５６人／年 ５５３人／年 
 

○ 福祉用具の貸与 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

 サービス量  ３２，６８１人／年 ３５，５７８人／年 ３８，５３４人／年 
 

○ 介護予防福祉用具の貸与 
   平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  ６，８３７人／年 ７，７４４人／年 ９，０３７人／年 
 

○ 福祉用具購入費の支給 
   平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  １０，６５８人／年 ９，９８１人／年 １０，１１１人／年 
 

○ 介護予防福祉用具購入費の支給 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  ４，２９４人／年 ４，０５７人／年 ４，２１８人／年 
 

○ 住宅改修費の支給 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  ７，５２２人／年 ７，０４９人／年 ７，１４２人／年 
 

○ 介護予防住宅改修費の支給 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  ４，６８１人／年 ４，５６２人／年 ４，８６８人／年 
 

○ 居宅介護支援 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  ５１，８２２人／年 ５４，８９６人／年 ５８，０１４人／年 
 

○ 介護予防支援 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量  ２６，３８３人／年 ２８，０１２人／年 ３０，４５５人／年 
 

 
イ 地域密着型サービス  

高齢者が認知症になっても、重度な要介護状態になっても、可能な限り住み慣れ

た地域で生活を継続できるようにするため、身近なところでサービスを提供する

「地域密着型サービス」の事業者の参入促進に取り組みます。 
 
○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護   

 24時間安心して居宅での生活が送れるよう、介護職員と看護職員が日中・夜間を通

じて、定期の巡回訪問と随時対応を行います。 

○ 夜間対応型訪問介護   

 24時間安心して居宅での生活が送れるよう、夜間の巡回や通報システムにより対応

する訪問介護を行います。 
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○ 認知症対応型通所介護       

○ 介護予防認知症対応型通所介護    

 認知症の方を対象に日帰りで、食事、入浴サービスを提供し、レクリエーションなど

の機能訓練を行います。 

○ 小規模多機能型居宅介護        

○ 介護予防小規模多機能型居宅介護     

 通いを中心に、訪問や泊まりの介護サービスを組み合わせて提供します。 

○ 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

○ 介護予防認知症対応型共同生活介護 （認知症高齢者グループホーム） 

  認知症のため介護を必要とする方に、共同生活住居（５～９人）において日常生活上

の世話などを行います。 

○ 地域密着型特定施設入居者生活介護 （定員２９人以下の介護専用型有料老

人ホーム等）   

 有料老人ホーム、ケアハウス等が地域密着型特定施設入居者生活介護の事業者指定を

受けて、入居者が施設で能力に応じた生活が出来るように入浴・排せつ・食事等の介護

その他日常生活上の世話、機能訓練・療養上の世話を行います。 

○ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 （定員２９人以下の特別養護

老人ホーム）  

 入所者に対して、介護職員等が、食事、入浴をはじめとした日常生活上の世話や機能

訓練、健康管理等を行います。 

○ 複合型サービス  

 医療ニーズの高い要介護の方に対して、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合

わせてサービスを提供します。 

《 実 績 》 

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量 ― ０人 ５１人 
 

○ 夜間対応型訪問介護 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量 １７１人 １７９人 １７６人 
 

○ 認知症対応型通所介護 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量 ２，５５９回／週 ２，５１４回／週 ２，５５０回／週 
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○ 介護予防認知症対応型通所介護 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量 １０回／週 １２回／週 １２回／週 
 

○ 小規模多機能型居宅介護 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量 ４０９人／年 ５４６人／年 ６０２人／年 
 

○ 介護予防小規模多機能型居宅介護 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量 ４０人／年 ６０人／年 ８０人／年 
 

○ 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量 ２，５０２人／年 ２，６７９人／年 ２，７７８人／年 
 

○ 介護予防認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量 ６人／年 ５人／年 ４人／年 
 

○ 地域密着型特定施設入居者生活介護（定員２９人以下の介護専用型有料老人ホーム等） 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量 ２６人 ２９人 ５７人 
 

○ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（定員２９人以下の特別養護老人ホーム） 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量 ４７人 ５９人 ６８人 
 

○ 複合型サービス 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量 － ０人 ２７人 
 

 

 

（３）介護保険サービスの質の向上と確保    

 

高齢者が、自分らしく安心して暮らしていくため、介護サービスの質の向上と確

保を図る取組みを行います。 

 

ア 介護サービス情報の公表と福祉サービスの評価  

利用者が適切な事業者を選択できるよう、大阪府において、ホームページを通じ

てすべての介護サービス事業者の情報の公表が進められています。 

認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護については、外部評価結果

を公開します。 
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イ 介護サービスの適正化  

平成 23（2011）年 10月に作成された「第２期大阪府介護給付適正化計画」に基

づき、より良いサービスが提供されるよう事業者を指導します。また、悪質な事例

や不正請求に対しては、実態把握を行い厳正に対処します。 
 
○ 介護保険住宅改修費適正給付事業   

 介護保険サービスの一つである住宅改修（手すりの取付け、床段差の解消など）の保

険給付については、一定件数を抽出し、建築士の資格を有する調査員による工事内容の

確認・調査を行い、適正な給付に努めます。 

○ 介護給付費支払実績点検（縦覧点検）  

 国保連合会に業務を委託し、複数月の明細書の算定回数や事業者間等の給付の整合性

を確認するために縦覧チェック一覧表をもとに給付状況等を確認したうえで、請求の誤

りが判明した場合には返還を求めるとともに、国保連合会で給付状況等が確認できない

場合には大阪市に報告があり、大阪市から各事業者に照会を行い、請求の誤りがあれば

返還を求めます。 

○ ケアプランチェック（適正給付）   

 国保連合会の給付適正化システムからの情報により、事業所を選定し、直接訪問のう

え、ケアプラン（居宅サービス計画）が「利用者の自由な選択を阻害していないか」「真

に必要なサービスが適切に位置づけられているか」等について、点検・指導を行い、請

求の誤りが判明した場合は、返還を求めます。 

○ 給付費通知の送付   

 介護保険サービス利用者に、各月の給付内容を通知しています。 

これにより、被保険者が利用したサービス内容の確認や、支払った費用について容易

に確認できるようになるとともに、サービスの伴わない介護報酬への請求に気付くこと

ができます。 

○ 介護給付と医療給付との支払実績突合点検（医療情報との突合） 

 国保連合会から保険者に対して提供される介護給付情報と医療給付情報の突合結果

をもとに、給付状況等を確認したうえで、疑義がある内容について、各事業者へ照会を

行い、請求の誤りが判明した場合は、返還を求めます。 
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《 実 績 》 

○ 介護保険住宅改修費適正給付事業 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

調査件数 ９６１件 ８０４件 ８６６件 

うち、適正 ９０１件 ７６５件 ８５３件 

要注意 １２件 ２０件 ８件 

改善指導 ２６件 ８件 ５件 
 

○ 介護給付費支払実績点検（縦覧点検） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

点検件数（国保連委託） ２，６２５件 ２，７２４件 １，８９４件 
 

○ ケアプランチェック（適正給付） 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

訪問事業所数 ８２件 ９６件 ６６件 
 

○ 給付費通知の送付 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

送付件数 １０６，１２１件 １０８，６６１件 １１７，７２４件 
 

○ 介護給付と医療給付との支払実績突合点検（医療情報との突合） 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

照会件数 ３，５７０件 ３，８３２件 ４，８０３件 

※平成２５年度から独自絞り込みリストに基づき調査開始 

 

 

ウ 事業者の指定・指導について  

介護サービスの質の向上を図るため、介護サービス事業者に対する指導・助言に

取り組みます。 

 

○ 事業者の指定・指導   
 平成 23（2011）年の介護保険法の一部改正に伴う大都市特例により、大阪府が実施

している指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設等

及び指定介護予防サービス事業者の指定及び指導監督権限が平成 24（2012）年度から

大阪市に移譲されました。 

大阪市は、保険者の立場に加えて、居宅施設サービス及び地域密着型サービスなど等

介護サービス全般についての指定・指導監督権限を有することから、これらの権限をも

って各介護事業に対する指定を適切かつ迅速に行います。また、利用者への安全で適正

な介護サービス提供が図られるために、事業者への集団指導や個別の実地指導・監査の

強化にも取り組み、大阪府・府内各市町村と連携しながら、介護保険事業の円滑な運用

に努めます。 
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《 実 績 》 

○ 事業者の指定 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

指定件数 ５１件 ８０４件 ６８８件 

（うち介護予防） （３１件） （５９２件） （５１８件） 

※件数は、事業者数。（ ）内は、そのうち介護予防もあわせて指定している件数。 

※平成24年度から権限移譲により大阪市内全ての事業者について指定対象となっている。 

○ 事業者の指導 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

実地指導件数  １６５件 ７３１件 ８９６件 

※ 件数は、事業所数。 

 
 

 
エ 介護支援専門員の質の向上 
介護支援専門員の資質・専門性の向上のために体系化された研修を各都道府県で

実施しています。大阪市においては、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成

するケアプランに対し、利用者の自立を促し介護状態等利用者ニーズにそって作成

されているかを点検指導し、地域の介護支援専門員のケアプラン作成における問題

点や課題を洗い出し、検証し、その区内全体の居宅介護支援事業所に適正なケアプ

ラン作成の意識改善を図る（ケアマネスキルアップ事業）ことにより、介護支援専

門員の資質向上をめざします。 
また、地域包括支援センターには、主任介護支援専門員を配置し、地域の介護支

援専門員に対する日常的個別相談や支援困難事例等への対応を行い、地域でのケア

マネジャーのネットワークの構築に取組み、各区の居宅支援事業者連絡会などを通

じ、介護支援専門員と医療関係者との連携を図りつつ、包括的・継続的マネジメン

ト事業を展開しています。 
 

オ 公平･公正な要介護（要支援）認定  

要介護（要支援）認定の基礎となる認定調査が公平・公正に行われるよう大阪府

の指定を受けた指定市町村事務受託法人に認定調査業務を委託して実施するとと

もに、介護認定審査会において全国一律の基準により審査・判定します。 
 
○ 公平・公正な要介護（要支援）認定調査   

 大阪府の指定を受けた指定市町村事務受託法人に認定調査業務を委託し、公平・公正

な認定調査を実施します。 
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○ 保健師の同行訪問 

 要介護（要支援）認定調査の実施にあたり、難病や認知症などにより専門的判断を行

う必要がある場合は区保健福祉センターの保健師が同行します。 

○ 介添事業   

 認定調査の実施にあたり、不安を抱く人、聴覚障害等により意思疎通が難しい人に介

添人や手話通訳者等を派遣します。 

○ 介護認定審査会  

 各区に認定審査を行う合議体を設置し、保健･医療･福祉の専門家などが認定調査の結

果と主治医意見書をもとに、どの程度の介護が必要かを全国一律の基準により審査・判

定します。 

○ 認定調査員に対する研修の実施   

 全国一律の基準により公平・公正な認定調査を行うために、認定調査員に対して、継

続的に研修を実施し、資質の向上を図ります。 

 

《 実 績 》 

○ 公平・公正な要介護（要支援）認定調査 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

件数 １５１，２５３件 １４９，５３８件 １５８，８８６件 
 

○ 保健師の同行訪問 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

件数 １５６件 １６１件 １９３件 
 

○ 介添事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

手話通訳派遣回数  ７９回 ６５回 ９０回 

外国語通訳派遣回数 ２回 ４回 ２回 

介添人派遣回数  ３７回 １２回 ８回 
 

○ 介護認定審査会 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

合議体数 １９７合議体 ２０７合議体 ２１５合議体 

委員数 １，０８０人 １，１３１人 １，１６５人 

審査会開催数 ４，４８０回 ４，６８５回 ４，７２８回 

審査判定件数 １５４，１５９件 １５２，２４５件 １５７，３０５件 
 

○ 調査員に対する研修の実施 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

現任研修回数 ３回 ２回 ２回 
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＜要介護（要支援）認定の流れ＞

①申請・相談から受付

ニーズ発見　 相談

②認定調査と
　主治医意見書 依頼　回収 連絡紹介

派遣
受診 調査

③認定審査会

認定結果等通知書、被保険者証を送付

④サービス計画

　の作成
苦情 相談

相談

　

依頼　回収

　　 審査会資料を審査会委員、
　 　区役所に事前送付

認定事務センター

被 保 険 者

指定居宅介護支援事業者

地域包括支援センター等 各区保健福祉センター

大阪市 認 定 事 務 セ ン タ ー

主治医意見書

主 治 医

〔在宅〕大阪市社会福祉協議会
〔施設〕介護保険施設

被 保 険 者

・調査結果・主治医意見書をもとに一次判定

・介護認定審査会資料の作成・送付

大阪市（区保健福祉センター）

介 護 認 定 審 査 会

（二次判定）一次判定結果、主治医意見書、特記事項

被 保 険 者

介添人

派遣機関

介護給付（要介護者）予防給付（要支援者）

保
健
師
同
行
（
難
病
等
）

保健師同行依頼

大 阪 市

大阪府介護

保険審査会

大阪府国民健康

保険団体連合会

地域包括

支援センター
指定居宅介護

支援事業者

居宅サービス事業者

介 護 保 険 施 設

介護予防サービス事業者

一部委託

サービス計画作成依頼

サービス調整サ
ー
ビ
ス
調
整

不服申立て

（審査請求）

苦
情
相
談

郵送申請
（料金後納封筒）

申請代行（料金後納封筒）
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カ 介護サービスの苦情相談 

介護保険制度全般への相談や苦情は、区保健福祉センターにおいて、迅速に対応

するとともに、介護保険サービスの内容に関して当事者間で問題が発生した場合は、

おおさか介護サービス相談センターにおいて利用者・事業者から中立的な立場で迅

速に問題を解決し、介護保険サービスの質の向上を図ります。また、介護保険サー

ビスへの相談や苦情は大阪府国民健康保険団体連合会においても対応することと

なっています。 

 

○ おおさか介護サービス相談センター  
 介護保険サービスについての相談や苦情を受け付け、一般相談のほか、保健・医療・

福祉及び法律等の専門家による専門相談を行い、利用者・事業者から中立的な立場で、

あっせん・調停などにより迅速な問題の解決を行います。 

所在地  天王寺区東高津町12－10（大阪市立社会福祉センター） 

 

《 実 績 》 

○ 介護保険制度における苦情相談 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

大阪市（区役所・局） １８５件 ２９７件 ２９１件 
 

○ おおさか介護サービス相談センター 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

相談件数 ８，５００件 ７，８９２件 ８，４７１件 
 

 

 
 
(４)在宅支援のための福祉サービスの充実 

 

大阪市は、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が多く、要介護・要支援状態

ではない高齢者でも在宅で生活するには何らかの援護を必要とする場合も少なく

ありません。 

高齢者に対し、住み慣れた地域で自立した生活を可能な限り継続できるよう介護

保険サービス以外の生活支援サービスを提供します。 

 
ア 在宅福祉サービスの充実  

ひとり暮らし高齢者等を対象とした在宅福祉サービスを提供します。 

 



「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）」 （平成26年12月会議資料） 

具体的施策 ／４ サービスの充実・多様化 

157 

○ 食事サービス   

 要支援以上の高齢者で、調理が困難な方には、自宅に食事を届けるとともに、安否を

確認します。（生活支援型食事サービス） 

○ 日常生活用具の給付・介護用品の支給   

 火災警報器、自動消火器、電磁調理器の給付を行います。また、要介護度４・５相当

の高齢者を介護する家族の負担軽減のため、紙おむつなどの介護用品を支給します。 

○ 高齢者用電話設置助成  

 所得税非課税世帯のひとり暮らし等高齢者を対象に、電話の新規設置経費を助成しま

す。 

○ 寝具洗濯サービス   

  高齢者世帯で寝具の衛生管理が困難な方に対して、寝具の洗濯サービスを実施します。 

 

○ ごみの持ち出しサービス（ふれあい収集）   

 ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯等で、ごみを一定の場所まで持ち出すこと

が困難な世帯を対象に、利用者等からの申し出により、家庭までごみの収集に伺うサー

ビスを行います。また、ふれあい収集の際に、声をかけても返事がない、ごみが出され

ていない場合などは、希望によりあらかじめ登録している連絡先に環境事業センターか

ら通報するサービスを行います。 

○ 緊急通報システム   

 ひとり暮らし高齢者等を対象に、緊急通報装置及びペンダント型送信機を貸与し、急

病などの緊急時や体調に不安があるときに通報ボタンを押すことにより、受信センター

に通報され、看護師等が救急車の要請や健康面でのアドバイスなど適切な対応を行いま

す。 

○ 徘徊認知症高齢者位置情報探索事業   

 （※ Ｐ122 参照） 

 

《 実 績 》 

○ 食事サービス 
生活支援型    

実施か所数  ４５か所 ４７か所 ４７か所

食�数  延１，３１９，３５５食   延１，２９０，５９０食 延１，０８８，０８３食
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○ 日常生活用具の給付・介護用品の支給 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

日常生活用具給付件数 

（介護用品を除く） 
７３６件 ５００件 ４５１件 

介護用品給付者数 ２，８２８人 ２，７６５人 ２，７５９人 
 

○ 高齢者用電話設置助成 

  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

給付件数 ３４７件 ２６４件 １６５件 

○ 寝具洗濯サービス 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

洗濯利用枚数  延２１，４７０枚 延１３，０２８枚 延５，９４８枚 

乾燥利用枚数  延２６９枚 － － 
 

○ ごみの持ち出しサービス（ふれあい収集） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度� 

普通ごみ等 

常時登録実施世帯数 

７，６９５世帯 ８，４０５世帯 ９，３５８世帯 

粗大ごみ等 

随時実施世帯数 

７，１８９世帯 ７，１５５世帯 ７，４７７世帯 

 

○ 緊急通報システム 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

稼働件数 延１７，１０５件 延１６，７２３件 延１６，２３１件 

緊急通報受信件数 ３，４９６件 ３，３２４件 ５，２４２件 
 

 

 

イ その他の支援 
高齢者を介護している家族を支援します。 

 
○ 家族介護等支援事業   

 介護を要する高齢者を在宅で介護している家族を支援するため、施設見学会等を

活用した在宅介護に関する情報交換・意見交換を行う機会の提供等を通じて家族介

護者の介護負担の軽減及び心身のリフレッシュを図り、家族介護者及び地域住民に

対し、適切な介護知識・技術・各種サービスの利用方法及び認知症の理解を深める

とともに、当事者組織の育成･支援を図ります。 

 

○ 家族介護慰労金   

 介護を要する在宅の高齢者を介護保険サービスを利用せずに介護している家族

の方の苦労を慰労するとともに、介護保険制度の利用促進を図ることを目的とし、

慰労金を支給します。 
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○ 要援護高齢者緊急一時保護事業   

 （※ Ｐ122 参照） 

 

《 実 績 》 

○ 家族介護等支援事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

参加者数  ９，３１８人 ７，４９８人 ９，６３４人 
 

○ 家族介護慰労金 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

支給実績  ２８人 ２３人 ２０人 
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５ 住まい・まちづくり 

 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにするため、日常生活の場とな

る住宅について、身体機能が低下した場合でも生活に支障のないようバリアフリー

化を促進する等の居住環境の整備を進めるとともに、高齢者のニーズに応じた多様

な居住形態と付随するサービスの確保と質の向上に努めます。 

介護老人福祉施設などの施設に入居した高齢者に対しては、施設での生活をでき

るだけ在宅に近い環境となるよう、ユニットケアのような個別ケアの推進を図りつ

つ、高齢者のニーズに応じた施設・居住系サービスの整備、推進を行います。 

また、高齢者が社会の一員として地域で自立して生活を営むことができるよう、

まちを安全かつ快適に移動し、安心して行動できるよう「ひとにやさしいまちづく

り」を積極的に推進するとともに、安全な暮らしを確保するため、市民の防災意識

の高揚に努めるとともに、高齢者などの要援護者に対する体制の整備を図ります。 

 
 
(１) 住まいづくり 

 

重点的な課題と取組みは、Ｐ108 「高齢者の多様な住まい方の支援」 参照 

 
ア 多様な居住ニーズに対応した情報提供  
高齢者が多様な住まい方を選択できるよう、大阪市立住まい情報センターにお

いて、高齢者等に対する住宅相談を含めた住まいに関する様々な情報提供を行い

ます。 

 

○ 大阪市立住まい情報センター  
 市民が住まいに関する様々な情報を迅速かつ的確に入手して多様な住まい方を選択

することができるよう、総合的な住情報サービスの拠点である大阪市立住まい情報セン

ターにおいて、関係団体と連携し、高齢者などに対する住宅相談も含めた様々な情報提

供サービスを実施します。 

所在地  北区天神橋６丁目４－20 

 



「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）」 （平成26年12月会議資料） 

具体的施策 ／５ 住まい・まちづくり 

161 

《 実 績 》 

○ 大阪市立住まい情報センター 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

相談・情報提供件数  約５８，０００件 約５１，０００件 約５２，０００件 

（注）高齢者などに対する住宅相談も含めた、一般相談･専門家相談の総件数 

 

イ 市営住宅における高齢化への対応  
建替えを行う市営住宅について高齢化対応設計を行う等、市営住宅において高齢

化への対応を進めます。 
 
○ 建替えを行う市営住宅の高齢化対応設計  
 建替えを行う市営住宅については、全住戸を対象に床段差の解消、高齢者が利用しや

すい浴槽や手すり、福祉型エレベーターの設置等、高齢化に対応した設計を行います。 

○ 既存市営住宅のバリアフリー化  
 既存の市営住宅については、浴室の設置にあわせて床段差の解消や手すりの設置等を

行うとともに、中層住宅に対してエレベーターを設置しています。また、団地内の共用

施設、屋外施設についても、スロープの設置などバリアフリー化を図ります。 

○ 高齢者向け住宅  

 60歳以上の人が、配偶者、18歳未満の児童、障がい者、60歳以上の人のいずれかの

親族とのみ同居し、又は同居しようとする世帯を対象に、市営住宅の入居者募集を行い

ます。 

○ 単身者向け住宅  

 １人で日常生活のできる60歳以上（ただし、経過措置として昭和31（1956）年４月

１日以前に生まれた方も含む。）の単身者を対象に、市営住宅の入居者募集を行います。 

○ 親子ペア住宅  
 高齢者世帯とその子ども世帯が、隣り合わせで居住できる市営住宅の入居者募集を行

います。 

○ 親子近居住宅 
 高齢者世帯とその子ども世帯とが、それぞれ独立して同一区内で生活ができるよう、

市営住宅の入居者募集を行います。 
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○ 高齢者ケア付住宅  
 ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者等の在宅生活を支援するため、生活援助員（ライフ

サポートアドバイザー）による安否確認等の福祉サービスが受けられる市営住宅の入居

者募集を行います。 

○ 空き住戸を活用したコミュニティビジネス活動拠点の導入  
 高齢化が進む市営住宅団地において、高齢者の生活支援や子育てサービスの提供な

ど、団地や地域の活性化につながるコミュニティビジネス等の活動拠点として、ＮＰＯ

等の団体に市営住宅の１階空き住戸を提供しています。 

 

《 実 績 》 

○ 建替えを行う市営住宅の高齢化対応設計 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

新築市営住宅の高齢化対応設計 ９５５戸 ６５０戸 ９６６戸 
 

○ 既存市営住宅のバリアフリー化 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

既設中層住宅のｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置 ８棟２７基 １０棟２５基 ２棟１０基 
 

○ 高齢者向け住宅 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

募集戸数  １３０戸 １６０戸 １６０戸 
 

○ 単身者向け住宅 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

募集戸数  ２１５戸 ２１４戸 ２６９戸 
 

○ 親子ペア住宅 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

募集戸数  ２９組５８戸 ３０組６０戸 ４１組８２戸 
 

○ 親子近居住宅 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

親子セット向け住宅  １５組３０戸 １５組３０戸 １５組３０戸 

子世帯向け住宅  ７０戸 ７０戸 ７０戸 

親世帯向け住宅  ２０戸 ２０戸 ２０戸 
 

○ 高齢者ケア付住宅 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

募集戸数  １３戸 １６戸 ２０戸 
 

○ 空き住戸を活用したコミュニティビジネス活動拠点の導入 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

導入件数 ３か所 ２か所 ２か所 
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ウ 民間住宅における高齢化への対応  

民間住宅において、高齢者等の居住に配慮した取組みを推進することにより、誰

もが安心して暮らせる住まいづくりに努めます。 
 
○ 大阪あんしん賃貸支援事業  
 高齢者の民間賃貸住宅への入居を支援するため、大阪府及び府下市町村、宅地建物取

引業団体等と連携し、高齢者等の入居を受け入れる民間賃貸住宅（あんしん賃貸住宅）

や当該住宅を斡旋する不動産店（協力店）等の情報提供を行っています。 

また、あんしん賃貸支援事業のホームページにおいては、あんしん賃貸住宅や協力店

の情報提供の他、住宅に関する相談窓口として住まい情報センターを紹介するととも

に、高齢者の在宅生活支援サービスに関する大阪市の窓口を紹介しています。 

○ 民間老朽住宅建替支援事業  
 民間老朽住宅の建替えを促進するため、建替相談サービス、専門家の派遣、建替建設

費補助、従前居住者家賃補助、賃貸住宅建設資金融資を行います。 

また、補助を受けて建設される住宅については、床段差の解消、浴室などにおける手

すりの設置等、高齢化対応設計を指導しています。 

○ サービス付き高齢者向け住宅  
 今後一層増えることが見込まれる高齢者のひとり暮らしや夫婦のみの世帯が安心し

て暮らせる住まいの確保を目的とした「サービス付き高齢者向け住宅」の制度において、

関係部局が連携し、登録の審査や事業者等への指導監督を行います。 

また、登録された住宅の情報について、市民が迅速かつ的確に入手できるようホーム

ページや登録簿等を関係部局だけでなく大阪市立住まい情報センターで閲覧できるよ

うにするなど広く情報提供に努めます。 

《 実 績 》 

○ 大阪あんしん賃貸支援事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

あんしん賃貸住宅の登録戸数（累計） １，４８２戸 １，５８８戸 １，６９３戸 

協力店の登録の登録件数（累計） １１４件 １３４件 １３２件 
 

○ 民間老朽住宅建替支援事業 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

従前居住者家賃補助 件数 ３９件 ３７件 ４２件 

うち高齢者世帯 （２８件） （２８件） （３２件） 

建替建設費補助 補助戸数 ４０５戸 ２８７戸 ４３０戸 
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○ サービス付き高齢者向け住宅 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

登録戸数（累計） １，０５６戸 ３，８２３戸 ４，５８４戸 
 

 

 

エ 住宅の改修に対する支援  

高齢期における身体機能の低下に対応し、自立や介護に配慮した住宅改修の介護

保険給付及び高齢者住宅改修助成事業を行います。 
 

○ 住宅改修費の支給（介護保険給付サービス）  

○ 介護予防住宅改修費の支給（介護保険給付サービス） 
 介護保険制度において日常生活の自立を助けたり、介護をしやすい生活環境を整える

ための手すりの取付け、床段差の解消、滑り止め等のための床材変更、引き戸などへの

扉の取り替え及び洋式便器等への取替工事等の簡易な住宅改修について、改修費の介護

保険給付を行っています。 

また、利用者の一時的な負担を解消するため、利用の際、利用者は支給対象となる費

用（支給限度内）の１割の負担で済む「給付券方式」を導入しています。 

○ 高齢者住宅改修費給付事業  
 介護保険制度による住宅改修を行う場合に、関連する工事のうち支給対象とならない

部分について、その改修費用を給付します。 

 

《 実 績 》 

○ 住宅改修費の支給（介護保険給付サービス） 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量 ７，５２２人／年 ７，０４９人／年 ７，１４２人／年 
 

○ 介護予防住宅改修費の支給（介護保険給付サービス） 
 平成２３年度 平成２４年度� 平成２５年度 

サービス量 ４，６８１人／年 ４，５６２人／年 ４，８６８人／年 
 

○ 高齢者住宅改修費給付事業 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

件数 ４７６件 ３８４件 ３３５件 

※平成25年度から、「高齢者住宅改修費給付事業」に変更 
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 (２) 施設・居住系サービス 

 

重点的な課題と取組みは、Ｐ109 「施設・居住系サービスの推進」  参照 

 
ア 介護老人福祉施設（地域密着型を含む特別養護老人ホーム） 

○ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）  

 身体上又は精神上著しい障がいがあるため、常時の介護を必要とし、居宅での介護を

受けることが困難な高齢者が入所し、生活全般に関わるサービスを受けます。 

 

《 実 績 》 

○ 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

年度末の入所定員数 ９，７５２人 ９，９５７人 １０，３５７人 
 

 
《 整備目標 》 

入所の必要性・緊急性が高い入所申込者が概ね１年以内に入所が可能となる

よう認定者数の伸びを勘案しながら必要な整備を進めます。 

整備にあたっては、地域の偏りが大きくなり過ぎないよう配慮します。 

地域密着型特別養護老人ホーム（定員 29人以下）については、全体の整備

量の中で整備します。 

○ 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 
  平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

年度末の入所定員数 １２，４００人 １３，０００人 １３，６００人 
 

 
イ 介護老人保健施設 
○ 介護老人保健施設  

 病状安定期で、入院治療の必要はないがリハビリテーション、看護及び介護を必要と

する高齢者に対して、医療ケアと生活サービスを一体的に提供し、自立と家庭復帰を支

援します。 

《 実 績 》 

○ 介護老人保健施設 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年� 

年度末�入所定員数 ６，２５１人 ６，５３１人 ６，７８２人 
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《 整備目標 》 

介護療養病床の転換にかかる国の方針や認定者数の伸びなどを勘案して必

要な整備を進めます。 

○ 介護老人保健施設 
  平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

年度末の入所定員数 ７，６５０人 ７，８５０人 ８，０５０人 
 

 

ウ 介護療養型医療施設 

○ 介護療養型医療施設  

 介護療養型医療施設については、平成 29（2017）年度末で廃止されることとなって

おりましたが、介護療養病床からの転換が進んでいないことを踏まえ、国において介護

保険法の改正が行われ、現在、存在するものについては平成 29（2017）年度末まで転

換期限が猶予されています。 

《 実 績 》 

○ 介護療養型医療施設 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量 １，０５７人 ９１４人 ７８３人 
 

 

《 サービス目標量 》 

○ 介護療養型医療施設 
 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

サービス量 ５９４人 ５９４人 ５９４人 
 

 

 

エ 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 
○ 認知症対応型共同生活介護      

○ 介護予防認知症対応型共同生活介護  

 認知症のため介護を必要とする方に、共同生活住居（５～９人）において日常生活上

の世話などを行います。 

《 実 績 》 

○ 認知症対応型共同生活介護 

 （介護予防認知症対応型共同生活介護を含む） 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

年度末定員数 ２，７９６人 ２，９２３人 ３，１６３人 
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《 整備目標 》 

認知症高齢者が今後も増加することが見込まれるため、引き続き、認知症対

応型共同生活介護の目標量を拡大し、事業者の参入に努めます。 
○ 認知症対応型共同生活介護 

 （介護予防認知症対応型共同生活介護を含む） 
 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

年度末定員数 ４，１２９人 ４，６８９人 ５，２７７人 
 

 
 
オ 特定施設入居者生活介護（地域密着型を含む有料老人ホームなど） 
○ 特定施設入居者生活介護        

○ 介護予防特定施設入居者生活介護    

 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等については、特定施設入居者生活介

護の指定を受ければ事業者による介護保険サービスの提供が可能です。 

《 実 績 》 

○ 特定施設入居者生活介護 

 （介護予防特定施設入居者生活介護を含む） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

サービス量 ３，３４６人 ３，６８４人 ４，１２９人 
 

 

《 整備目標 》 

今後の高齢者人口の増加と多様なニーズに対応するため、引き続き、特定施

設入居者生活介護の目標量を拡大し、事業者の参入の促進を図ります。 
○ 特定施設入居者生活介護 

（介護予防特定施設入居者生活介護を含む） 
 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

年度末定員数 ６，９２８人 ７，９０７人 ８，９０６人 
 

 

 

カ 養護老人ホーム 

○ 養護老人ホーム  

 環境上の理由及び経済的な理由により居宅での養護を受けることが困難な高齢者が、

生活の場として入所し、生活全般に関わるサービスが受けられます。 
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《 実 績 》 

○ 養護老人ホーム 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

入所定員 ９１７人 １，０３７人 １，０３７人 
 

※平成26年度に弘済院養護老人ホームが廃止となり、入所定員が767人になりました。概ね

必要な整備を満たしていることから、現状の入所定員数とします。 

 
 
キ その他 
居宅で生活することが困難である等の高齢者の多様な居住ニーズに対応したケ

アハウス等があります。 

 

○ 軽費老人ホーム（ケアハウス）  
 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認めら

れる人であって、家族による援助を受けることが困難な高齢者を対象に、低額な料金で

食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活

上必要なサービスを提供します。 

○ 経過的軽費老人ホーム  
 （軽費老人ホームＡ型） 

高齢等のため独立して生活するには不安が認められる人を対象に、低額な料金で食事

の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活上

必要なサービスを提供します。 

○ 生活支援ハウス  
 市内に住所を有する人で、高齢等のため居宅において生活することに不安のある人を

対象に、必要に応じ住居を提供し、各種相談、助言並びに緊急時の対応を行うとともに、

利用者の虚弱化などに伴い介護保険の居宅サービスなどを必要とする場合は、利用手続

きなどを援助します。 

 

《 実 績 》 

○ 経過的軽費老人ホーム 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

Ａ型（給食）  ２か所 １か所 １か所 

入所定員  １４０人 ５０人 ５０人 
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○ 軽費老人ホーム（ケアハウス） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

入所定員  ７０５人 ７０５人 ７０５人 
 

○ 生活支援ハウス 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

入所定員  ８０人 ８０人 ８０人 
 

 

 

(３) ひとにやさしいまちづくり  

 

高齢者などすべての人が安全・安心に生活し、社会参加できるよう、バリアフリ

ーに加え、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザ

インの考え方を踏まえたまちづくりの総合的な推進を図る必要があります。 

 
ア 安全な歩行空間等の整備  

「ひとにやさしいまちづくり」施策の推進にあたっては、「大阪市ひとにやさし

いまちづくり整備要綱」、「交通バリアフリー基本構想」等に基づき、各方面での広

報活動を進め、高齢者をはじめすべての市民が安全で快適に暮らせるまちづくりを

推進します。 
 
○ 民間建築物事前協議  

 「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」において、事業者が、不特定多数の人々

が利用する建築物などの施設を設置しようとするときは、事前に市長に協議することを

定めています。 

○ 公園施設の整備  

 公園施設のなかでも利用頻度の高い、出入口の改修、園路の舗装、段差の解消、階段

のスロープ化や手すりの設置及び車いすの人も使用できるトイレの整備を行います。 

○ 歩道設置やゆずり葉の道整備  

 高齢者等が、安全で快適に通行できる空間の確保を図るため、歩道設置やゆずり葉の

道整備を行います。 

○ 既設歩道の段差解消  

 大阪市バリアフリー基本構想に沿って策定した道路特定事業計画に基づく重点整備

地区内の特定経路（主要な経路）などにおいて、歩道の段差解消を行います。 
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○ 電線類地中化  

 都市防災機能の向上、安全で快適な通行空間の確保、都市景観の向上等を目的に電線

類を地中に整備します。 

○ 放置自転車対策  

 鉄道駅周辺などに放置された自転車が、道路環境を阻害している状況を解消するた

め、自転車駐車場の整備など放置自転車対策を進めます。 

○ 投票所のバリアフリー化  

 選挙権行使に係る投票記載場所については、既設スロープを有効活用するとともに、

仮設スロープを設置するなど投票所のバリアフリー化に努めます。 

○ わがまちのやさしさ発見レポート募集  

 市内在住又は市内に通学する中学生・高校生を対象に、身の回りのやさしさ（高齢者

や障がい者に配慮された施設など）を発見したレポートを募集します。 

《 実 績 》 

○ 民間建築物事前協議 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

事前協議件数  ５５７件 ６１０件 ６７７件 

完了届  ４６７件 ４９０件 ５８９件 
 

○ 公園施設の整備 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

整備数  １３公園 ２公園 ３公園 
 

○ 歩道設置やゆずり葉の道整備 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

歩道設置  ０ｋｍ 約２．２ｋｍ 約２．１ｋｍ 

ゆずり葉の道整備  約０．５ｋｍ ０ｋｍ 約０．３ｋｍ 
 

○ 電線類地中化 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

 約１．３ｋｍ 約０．５ｋｍ 約２．１ｋｍ 
 

○ 放置自転車対策 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 
自転車等放置禁止区域の指定駅

数 
延１３６駅 延１４０駅 延１４３駅 

自転車等駐車場の整備駅数 

（鉄道事業者整備を含む） 
延１５６駅 延１５９駅 延１５９駅 

○ わがまちのやさしさ発見レポート募集 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

応募数 中学生 ２７０件 １７４件 １２０件 

 高校生 ３４４件 ２８４件 ２５１件 

 計 ６１４件 ４５８件 ３７１件 
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イ 交通機関の改善  

高齢者や障がいのある人の社会参加を促進し、誰もが安全・快適に、安心してご

利用できる市営交通とするため、地下鉄・ニュートラム・バスの車両及び施設の改

善等バリアフリー化を促進します。 
○ 地下鉄・ニュートラムの改善  

 平成 22（2010）年度にホームから地上（公共用通路）までエレベーターで移動でき

るワンルート確保を全駅で整備済みとなっており、引き続き、乗り換え経路における整

備を進めます。さらに、現状のエレベーター経路が長い距離を移動する等の不便な状況

にある駅についても、歩道に十分な設置スペースがあるなどの一定条件のもと、エレベ

ーターの設置等経路の改善を図る整備に取り組んでいきます。あわせて多機能トイレの

設置を推進するなど、バリアフリーについて十分な水準となるよう取り組んでいきま

す。 

○ 市バスの改善  

 バス車両においては平成24年度期首に「全車両のノンステップ化」が完了しました。

今後の購入車両についても、全車をノンステップバスとするとともに、停留所施設の改

善に努めます。 

 

《 実 績 》 

○ 地下鉄・ニュートラムの改善         平成２５年度末累計 
駅舎の改善   

 エレベーターによるワンルートの確保  地下鉄全駅で完了 

 (参考)エレベーター３２８基 エスカレーター３６３基   

 地下鉄駅間の乗換え経路のエレベーター整備        ２３駅中    全２３駅で完了 

 他社線との乗換え経路のエレベーター整備       ６駅中        ４駅 

 車いす対応トイレの設置 １３３駅中 １３３駅２１４か所 

 多機能トイレの設置 １３３駅中 １１４駅 

 旅客案内表示装置の設置  地下鉄全駅で完了 

車両の改善   

 車いすスペースの設置 ２２０列車中 ２２０列車 

 車内案内表示装置の設置 １，３６０両中 １，３５２両 
 

○ 市バスの改善 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

車両の改善    

 ノンステップバス ７１０両中 

６６９両 

５６０両 

(全車両) 

５３０両 

(全車両) 

停留所の改善    

 日除けテントの設置 ２，７８８基中 

９４０基 

２，３１６基中 

８９６基 

２，１６４基中 

８３８基 

 ベンチの設置 １，１７５脚 １，０６１脚 １，０１９脚 

 バスシェルターの設置 ２，７８８基中 

２８６基 

２，３１６基中 

３０２基 

２，１６４基中 

３０５基 
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(４) 安全な暮らしのために   

 

高齢者が社会の一員として地域で自立して安全な暮らしを確保するため、市民の

防災・防犯意識の高揚に努めるとともに、介護を要する高齢者などの要援護者に対

する体制の整備を図ります。 
 

ア 大規模災害発生時の救援体制の整備 
「大阪市地域防災計画＜震災対策編＞」、「同＜風水害等対策編＞」に基づく実効

ある防災対策を確立して、あらゆる災害に強いまちづくりを進めます。 

 

イ 防災意識の啓発  
生活ガイドブック「くらしの便利帳」（２年に１回発行）に防災対策について記

載する他、様々な広報、啓発を行います。 

また、マスメディアなどを活用した防災意識の啓発に努めます。 

○ 高齢者世帯への防火訪問  

 高齢者世帯を訪問し、出火防止対策や及び避難方法などについて指導するとともに、

火災警報器の設置、寝具・パジャマ等の防炎製品の使用について普及、啓発に努めます。 

○ 防災知識の普及を目的とした各種訓練実施  

 高齢者を対象に防災知識の普及を目的とした各種訓練を実施します。 

 

《 実 績 》 

○ 高齢者世帯への防火訪問 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

訪問件数 (延べ件数) ４６，６３２世帯 ６１，９７３世帯 ７７，１６３世帯 
 

○ 防災知識の普及を目的とした各種訓練実施 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

高齢者対象防火訓練 ３８４回 ２８９回 ３７０回 
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ウ 災害時の要配慮者支援  
大阪市では、大地震や風水害などの災害が発生したときに、配慮が必要な高齢者

など（要配慮者）を支援するため、「大阪市災害時要援護者避難支援計画（全体計

画）」を平成21（2009）年に策定しました《平成26年10月改訂「（現）大阪市避難

行動要支援者避難支援計画（全体計画）」》。 

平成23（2011）年３月に発生した東日本大震災の経験も踏まえ、施設の防災マニ

ュアルとして「大阪市高齢者施設等防災マニュアルVer.1.0」を平成23（2011）年

７月に作成したところであり、今後も高齢者の災害対策を推進していきます。 

また、災害時に支援が必要な人を的確に支えていくための仕組みを充実させるた

めには、地域における日常からのつながりと支え合う関係づくりが不可欠です。特

に、ひとり暮らしの高齢者に対しては、地域による見守り活動等の生活支援を密接

に行う方策を検討する必要があります。 

 
○ 地域防災リーダーによる支援  

 地域における防災活動の中心的役割を担う地域防災リーダーに対して、防災に関する

知識の普及、消火、救助、応急手当等の実技指導を行い、支援体制を図ります。 

○ 女性防火クラブによる支援  

 防災意識の普及や応急手当、初期消火技術指導を行うなど、支援体制を図ります。 

○ 緊急通報システム  

 （※ Ｐ158別項 参照） 

○ 火災警報機（連動型）の設置  

 火災時避難が困難な高齢者世帯に設置し、異常時は自動的に119番通報し、玄関先に

設置するブザーにより近隣者に火災を知らせます。 

○ 高齢者施設の耐震診断調査及び耐震基本調査の実施 

 昭和 56（1981）年に改正された建築基準法施行令の規定に基づく耐震設計基準の適

用以前に設計された大阪市の高齢者施設に対して、順次、耐震診断調査及び耐震基本調

査を実施し、安全確保のための施設の耐震化の取組みを進めます。 

○ 高齢者施設の立入検査  

 高齢者施設などの実態把握と火災予防を目的に、出火防止と人命安全の確保について

具体的指導を行います。 
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○ 高齢者施設の自衛消防訓練指導  

 高齢者施設などの消防計画に基づく自衛消防訓練の実施に際し、消火、通報及び避難

の訓練が適正に実施されるよう指導を行います。 

○ 大規模施設の避難誘導システムの設置指導  

 不特定多数の人が利用する大規模施設などにおける火災発生時の高齢者などの安全

確保と適切な避難誘導のため、点滅機能又は音声誘導機能を有する誘導灯、光点滅走行

式避難誘導システム等の設置指導に努めます。 

○ 福祉避難所・緊急入所施設の指定  

 大阪市避難行動要支援者避難支援計画（全体計画）に基づき、災害時における要配慮

者の避難生活場所となる福祉避難所や緊急入所施設の指定について、関係部局が協力し

ながら実施します。 

 

《 実 績 》 

○ 地域防災リーダーの育成 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

組織数  ３３２組織 ３３２組織 ３３２組織 

人数  ８，１６３人 ８，３０５人 ８，４１０人 
 

○ 女性防火クラブの育成 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

クラブ数  ２５クラブ ２５クラブ ２５クラブ 

人数  ７０，７７１人 ６４，９４０人 ５３，４１７人 
 

○ 火災警報器（連動型）の設置 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

設置件数  ４８台 １２台 ３台 

稼動数  ３７４台 ３４９台 ３１２台 
 

○ 高齢者施設の耐震診断調査及び耐震基本調査の実施 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

基本調査  ０件 ０件 ０件 

改修工事  １件 ２件 ０件 
 

○ 高齢者施設の立入検査 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

検査回数  ９３０回 １，４６２回 １，５０８回 
 

○ 高齢者施設の自衛消防訓練指導 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

指導回数  ７８２回 ７３２回 １，５４７回 
 

○ 大規模施設の避難誘導システムの設置指導 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

指導件数  ３件 ７件 ２件 
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○ 福祉避難所・緊急入所施設の指定（累計） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

指定件数  ５０件 １９４件 ２３８件 
 

 

エ 防犯対策の取組み   

犯罪被害のない安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するためには、大阪市、

市民、事業者、警察、その他関係団体が連携し、一体となって安全なまちづくりに

関する取組みを展開する必要があります。 

こうした基本認識のもと、大阪市では、地域における市民等の自主的な活動を促

進するため、青色防犯パトロール活動への支援など必要な措置を講ずるとともに、

市民等と相互に連携と協力を図りながら安全で安心して暮らせるまちづくりを推

進します。 

 

○ 青色防犯パトロール  

 青色防犯パトロール活動は、大阪府警察から証明を受け、専ら地域の防犯のために、

青色回転灯を装備した自動車を使用して行う自主防犯パトロール活動です。街頭犯罪を

減少させ、安全で安心して暮らせるまちづくりにつなげるため、青色防犯パトロール活

動を行う団体に対し、必要な物品の支給などの支援をします。 

 

《 実 績 》 

○街頭犯罪発生件数（１～１２月の統計） 
  平成２３年 平成２４年 平成２５年 

発生件数  ― ― ２６，２９０件 

※街頭犯罪 

ひったくり、路上強盗、オートバイ盗、車上ねらい、部品ねらい、自動車盗、自転車盗 

○青色防犯パトロール活動団体数（累計） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

団体数  １７４団体 １７６団体 １７７団体 
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６ サービスの利用支援 

 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らしていくためには、社会全体

で相互に支え合う仕組みと、自らが生活課題を解決していこうとする主体性が求め

られます。そのため、高齢者やその家族にとって必要なサービスについて主体的に

選択できるよう総合的な相談体制の整備や情報提供を行うとともに、福祉サービス

を提供する人材の確保に向けた取組みを行います。 

とりわけ、文化や生活習慣の違いなどにより、地域において孤立しがちな外国籍

の高齢者など、支援を要する高齢者に対して、地域の特性や住民ニーズに応じた支

援ができるよう検討を進めます。 
 
 
(１) 相談体制と効果的な情報提供・啓発   

 
必要なサービスを高齢者が主体的に選択するために、介護保険給付サービスをは

じめ、保健、医療、福祉、就労、学習、住宅及び生活環境等様々な分野にわたる総

合的な相談体制の整備、多様な情報の効果的な提供に向けた施策の充実を図ります。 
 
ア 総合相談体制の充実  

保健・福祉サービスについての多様な市民ニーズに応じるため、区保健福祉セン

ターの保健・福祉の担当職員による相談援助を行う他、様々な窓口を通じて、高齢

者が安心して暮らせるように相談体制の充実に努めます。 
 
○ コミュニティソーシャルワーカー(ＣＳＷ)による相談支援  
 （※ Ｐ122 参照） 

○ 地域包括支援センター  

○ 総合相談窓口（ブランチ）  

 （※ Ｐ115 参照） 

 



「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）」 （平成26年12月会議資料） 

具体的施策 ／６ サービスの利用支援 

177 

○ 大阪市消費者センターにおける消費生活相談員による相談事業及び情報提 

供・消費者教育  

 高齢者をはじめとするすべての消費者に、講座などによる消費者教育・啓発を行い、

また、商品・サービスの利用について、利用者と事業者間の相談や苦情を受け付け、解

決のための助言やあっせんなどを行います。 

《 実 績 》 

○ 大阪市消費者センターにおける消費生活相談員による相談事業及び情報提供・啓発 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

相談件数  ２２，８８９件 ２０，６０７件 ２２，１３２件 
 

 
イ 多様な情報の提供  
高齢者に対する保健・福祉に関する制度・施策などの情報については毎月発行す

る区の広報紙や大阪市ホームページ等を活用し必要な広報を行っている他、大阪市

社会福祉研修・情報センターでは、高齢者に限らず広く社会福祉に関することや

様々な取組みについてホームページや情報誌「ウェルおおさか」によって総合的に

情報提供を行います。 
非識字の高齢者やその家族に対する利用しやすい方法での情報提供やコミュニ

ケーションに障がいのある高齢者への点字による情報提供など個々の障がいの状

況に適した情報提供を行います。 

 
○ 「大阪市高齢者施策のあらまし」の作成  

 大阪市の高齢者施策の内容についてわかりやすく説明した冊子を作成します。 

○ 「高齢者在宅福祉サービス一覧」の作成  

 大阪市の在宅福祉サービス事業に対する理解を深めていただくため、市民周知に努め

ます。 

○ 生活ガイドブック「くらしの便利帳」に高齢者のための情報を掲載し配付 

 ２年に１回、「くらしの便利帳」を発行し、転入者や希望者に区役所窓口で配付しま

す。 

○ パンフレット等による介護保険制度全般についての情報提供」 

 介護保険制度全般に関して、各種広報媒体、ホームページの活用や、市民向けのパン

フレットを作成するなど、広く市民にわかりやすく情報が伝わるように努めます。 
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○ ＡＴＣエイジレスセンター事業  

 福祉機器や介護機器用品の展示・紹介コーナーを設置するとともに、アクティブシニ

ア向け各種イベント・セミナーを開催することで集客を図り、福祉関連産業の育成・振

興に努めます。 

所在地  住之江区南港北２－１－10 ＡＴＣ ＩＴＭ棟 11階 

 

《 実 績 》 
○ 「大阪市高齢者施策のあらまし」の作成 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

作成部数  ２５，０００部 １８，０００部 １８，０００部 
 

○ 「高齢者在宅福祉サービス一覧」の作成 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

作成部数  ６０，０００部 ６０，０００部 ６０，０００部 
 

○ 生活ガイドブック「くらしの便利帳」に高齢者のための情報を掲載（隔年作成） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

作成部数  １，６４０，０００部 ５２，９００部増刷 ４４５，０００部 
 

○ 介護保険制度の市民向けのパンフレットの作成 
  平成２３年度� 平成２４年度 平成２５年度 

日本語版  ２２０，０００部 １７４，９００部 １４９，７７５部 

点字版  ４７０部 ４２９部 ４００部 
 

○ ＡＴＣエイジレスセンター事業 
  平成２３年度 �平成２４年度 平成２５年度 

来場者数  １８６，７９７人 １８０，１１７人 １９０，２５７人 
 

 
ウ 外国籍の高齢者などに対する情報提供  
外国籍の高齢者が、高齢者に対する保健・福祉サービスの利用に必要な情報を、

利用しやすい方法で入手できるよう、効果的な情報提供に努めます。 
 
○ 介護保険制度の外国語によるパンフレットの作成  

 韓国・朝鮮語、英語、中国語、ポルトガル語及びスペイン語（５言語）を作成し、外

国籍の高齢者へ制度の内容が伝わるよう周知に努めます。 

○ 外国籍住民のための３言語による市政・区政相談、法律相談  

 大阪国際交流センターにおいて、３言語で法律相談を行っています。また、市役所市

民相談室と区役所に外国籍住民のための相談専用電話を設置し、市政、区政についての

問い合わせや相談、地域情報の提供等を大阪国際交流センターの通訳機能を利用して３

言語で行います。 
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○ 「エンジョイ・オオサカ」に記事掲載及び多言語による「外国人のための相

談窓口」の運営  

 外国籍住民向け生活情報冊子「エンジョイ・オオサカ」（５言語）や多言語生活情報

ホームページ「リビング・インフォメーション」（５言語）に防災や各種行政サービス、

各種専門相談機関に関する情報など、外国籍住民の市民生活に不可欠な情報、市民生活

を支援する情報を掲載して周知に努めているほか、市政情報に加え各種生活情報に関す

る問い合わせなどに対応するため、外国籍住民のための生活情報提供窓口として多言語

による「外国人のための相談窓口」（３言語）を開設しています。 

《 実 績 》 

○ 介護保険制度の外国語によるパンフレットの作成 
  平成２３年度� 平成２４年度 平成２５年度 

作成部数    

韓国・朝鮮語 ３，５００部 １，４５４部 ３，５００部 

  英語 ７００部 ３３８部 ７００部 

         中国語 ７００部 ２７５部 ７００部 

スペイン・ポルトガル語      - 各２８８部        - 
 

○ 外国籍住民のための３言語による市政・区政相談、法律相談 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

市政・区政相談件数 １，５７７件 １，７１０件 １，４８８件 

法律相談件数 ５４件 ５６件 ５２件 
 

○ 「エンジョイ・オオサカ」に記事掲載及び多言語による「外国人のための相談窓口」の運営 

（エンジョイ・オオサカ作成部数） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

英語�  １，３００部 －部 １，３００部 

中国語  １，８５０部 －部 １，９５０部 

韓国・朝鮮語  ９５０部 －部 １，０００部 

スペイン語  ２５０部 －部 ２５０部 

ポルトガル語  ２５０部 －部 ２５０部 

（多言語による「外国人のための相談窓口」） 
  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

言語別取扱件数     

英語  ８９６件 ６４４件 ５７４件 

中国語  ５９９件 ４７４件 ３７３件 

韓国・朝鮮語  ３４８件 ２３３件 ２０３件 

スペイン語  １３７件 １１２件 －件 

ポルトガル語  １２６件 ３６件 －件 

タイ語  ３件 １件 －件 

インドネシア語  １件 ０件 －件 

日本語  ６０２件 ４１９件 ４４３件 

※ 基礎、広域の役割分担を整理し、平成25年度からは英語、中国語、韓国・朝鮮語のみ対応。 
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エ 高齢社会の理解と高齢期へ向けての啓発 

高齢者福祉月間をはじめ、高齢社会の理解を深めるための取組みを推進するとと

もに、生活習慣病予防の取組み等、若いときから高齢期を意識した生活を営むよう

啓発に努めます。 

また、認知症などにより判断能力が不十分になった場合に備え、判断能力がある

間に財産管理や介護のあり方を依頼する成年後見制度のひとつである任意後見制

度を活用するよう、地域包括支援センターなどで啓発を進めます。 

 

○ 高齢者福祉月間  

 昭和40（1965）年度から、毎年９月を「高齢者福祉月間」として、高齢者福祉大会、

各区において関連行事等を実施するとともに、高齢者の福祉や高齢期のあり方につい

て、理解と関心を深める情報発信を行っています。 

《 実 績 》 

○ 高齢者福祉月間 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

高齢者福祉大会 約１，４００人 約１，２００人 約１，２００人 

高齢者囲碁将棋大会 ６８４人 －人 －人 

高齢者俳句大会 ６８３人 ５７６人 ４８０人 
 

 

オ 高齢者と他の世代との交流  

高齢社会は、若い世代を含め、すべての世代の生き方についての問題であること

から、子どもたちに高齢者についての正しい理解や思いやりの心を育てる学習が望

まれています。老人福祉センターにおいて、文化伝承活動や世代間交流事業を推進

するほか、保育所や児童館等において地域の高齢者を季節的行事などに招待する活

動を行っています。市立小・中学校及び幼稚園の「体験学習推進事業」において、

地域の老人福祉施設などでの交流や、地域の高齢者から昔の遊びやわらべ歌を教え

てもらうなど、高齢者とのふれあいを大切にした活動を実施します。 

 

○ 全国健康福祉祭（ねんりんピック）への参加者の派遣  

 全国から高齢者をはじめ多くの人々が集う中、スポーツや文化を通じ、世代や地域を

超えて交流を深めます。 

○ 折り紙教室等世代間交流事業  

 （※ Ｐ138 参照） 
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《 実 績 》 

○ 全国健康福祉祭（ねんりんピック）への参加者の派遣 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

参加者�数 １２４人 １１７人 １３８人 
 

 

 

 (２) 福祉人材の確保等 

 

福祉人材の確保については、平成19（2007）年８月に厚生労働省により示された

新人材確保指針（「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基

本的な指針」）における地方公共団体が担うべき役割を踏まえつつ、多様化する福

祉・介護ニーズに的確に対応できる人材を安定的に確保できるよう取り組みます。 

人材の養成にあたっては、研修等の実施により介護サービス事業などの従事者の

資質向上に努め、また豊かな人権感覚をもつ多彩な人材の養成や、人権・権利擁護

意識の啓発に取り組みます。 

具体的には、大阪市社会福祉研修・情報センターにおける福祉人材の養成等に引

き続き取り組むとともに、今後、福祉現場における人材不足の解決に向け、福祉人

材の養成と確保のための施策検討を行います。 

近年の少子高齢化の急速な進行のもと、子どもの頃から「共生」「福祉」など人

間の基本的なあり方を身近に感じる機会や大阪が誇りとする社会福祉の歴史を学

ぶ機会を提供することなどを通じて、福祉の心を育成し、地域福祉の担い手として

将来につないでいくために、大阪市では「ふくし読本」並びに小中学生向けの福祉

教材を作成しました（平成 21年度～23年度）。今後は「ふくし読本」等を活用し、

福祉のイメージアップと正しい理解の促進に取り組みます。 

また、介護人材の活用のため、在宅、介護保険施設等において、介護福祉士等が、

たんの吸引や経管栄養といった日常の「医療ケア」を実施できるよう、「社会福祉

士及び介護福祉士法」が一部改正され、平成24（2012）年度より介護福祉士及び一

定の研修を修了した介護職員等は、一定の条件のもとにたんの吸引や経管栄養の行

為を実施できることとなりました。 
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○ 大阪市社会福祉研修・情報センターにおける福祉人材の養成 

 地域福祉の推進を目的として、体系的な研修を企画・実施するなど、福祉社会を支え

る人材を幅広く育成しています。市民やボランティアが、日常の家族介護等で必要な介

護技術を学べるよう介護実習講座等を実施し、また、認知症高齢者に対する介護サービ

スの充実を図るため、認知症介護の実務者や介護サービス事業の管理者に対して、認知

症介護研修を実施します。 

（公立大学法人大阪市立大学における人材育成） 

 公立大学法人大阪市立大学では、医学部においては、資質の高い医師を、大学院の医

学研究科においては、学問の高度化と学際領域の発展に対応できる高度な研究者を、医

学部看護学科においては、医療の高度化・専門化に対処できる資質の高い看護職者の養

成を、大学院の看護学研究科においては、高度な看護実践者並びに教育者・研究者の育

成が行われています。生活科学部においては、ケアマネジメントの能力を有する資質の

高い人材として社会福祉士などのソーシャルワーカーを育成し、また管理栄養士の養成

も行われています。大学院の生活科学研究科においては、総合福祉・心理臨床科学講座

を設置して、臨床心理士等を育成しており、また長寿社会総合科学講座を設置し、高齢

社会で活躍する指導者の育成が行われています。 

○ 「ふくし読本」等の活用  

 学校教育等で「ふくし読本」等を活用し、福祉のイメージアップと正しい理解の促進

に取り組みます。 

《 実 績 》 
○ 大阪市社会福祉研修・情報センターにおける福祉人材の養成 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

研修室使用件数 ２，９１３件 １，８０３件 ２，１１５件 

研修等参加人数 延１５，３０６人 延９，５５２人 延８，３０５人 

図書資料貸出件数 ４，３１９件 ３，９４０件 ３，５１８件 
 

○ 「ふくし読本」等の活用 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

活用件数 ２０，８００人 ２０，４００人 ２０，０００人 
 

 


